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第 1章 経営戦略策定について 

第 1 章 経営戦略策定について 

1.1 経営戦略の概要 

本市の下水道事業は、昭和 51 年に中央処理

区（鴨島）において事業着手し、その後、事業

区域の拡大を図りつつ、住民の生活環境の改善

及び公共用水域の水質保全に資するため、計画

的に整備を進めてきました。今後、管渠施設は、

一般的な耐用年数である 50 年を順次迎えるこ

ととなり、老朽化施設の改築更新や阪神淡路大

震災以降の新耐震基準に適していない施設の

地震対策等に取り組む必要があります。 

他方では、将来的な人口減少等による下水道

使用料収入の影響など、様々な課題に対応し、

経営基盤強化のための取り組みをより一層推

進するとともに、経営に必要な財源を確保する

ことが求められています。 

こうした中、総務省から、下水道事業を含む公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり

安定的に提供していくための方針として、これまで表 1.1 に示す通知があり、「経営戦略」の策

定・改定に当たっては、策定における留意事項を踏まえ、質を向上させるための改定に取り組

む必要があります。 

表 1.1 総務省通知等 

総務省通知 日付け 主な内容 

公営企業の経営に当たっての

留意事項について 

平成26年 8月 29日

付け 

・公営企業の計画的経営の推進に関する事

項として、「経営戦略」を策定する 

「経営戦略」の策定推進につ

いて 

平成28年 1月 26日

付け 

・「経営戦略」の策定率を平成 32 年度（令

和 2年度）までに 100％とする 

「経営戦略」の策定・改定の

更なる推進について 

平成31年 3月 29日

付け 

・「経営戦略」の策定・改定の考え方や留意

事項、手順を解説したガイドライン・マニ

ュアル等を公表する 

「経営戦略」の改定推進につ

いて 

令和 4 年 1 月 25 日

付け 

・経営戦略の見直し率を令和７年度までに

100％とする 

・より質の高い経営戦略となるよう、この

期限までに経営戦略を改定する 

このようなことから、本市の下水道事業は、平成 31 年 2月に「経営戦略（素案）」を策定し、

「下水道経営戦略検討審議会」を開催、当審議会において下水道使用料改定に係る答申を受け、

令和 2年 2月に経営戦略を公表しています。また、平成 31年 4月 1日から、地方公営企業法を

全部適用したことにより、経営状態や財政状況を明確に把握することが可能となりました。 

今回、策定済みの経営戦略より 5 年が経過したことから、吉野川市下水道事業の更なる経営

健全化を目的として、必要な現状把握、分析及び将来の事業環境を予測し、審議会の答申に基

づく下水道使用料改定の検討を実施したうえで、将来 10年間の事業の目標設定と経営及び投資

の合理化を図るため、「吉野川市下水道事業経営戦略」（以下、経営戦略）〔計画期間：令和 6（2024）

～令和 15（2033）年度〕を改定します。 

【経営戦略に関する動向について】 

出典：総務省（令和 4年 6月 28 日）
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第 1章 経営戦略策定について 

1.2 経営戦略策定の留意事項 

「経営戦略」は、以下に掲げる検討を行ったうえで改定することが求められています。 

① 企業（事業）及び地域の現状と課題を把握し、将来見通しを踏まえる。 

② 原則として、期間内に支出（投資）と収入（財源）を均衡させる。 

③ 収支均衡に必要な効率化・経営健全化の取組方針を示す。 

④ 経費回収率向上に向けた取り組みのロードマップを示す。 

⑤ 経営戦略の実効性を確保するための進捗管理を示す。 

1.3 経営戦略の質を高めるための方向性 

「経営戦略」の質を向上させるための検討事項は、以下に掲げるとおりです。 

 ① 計画期間内における「具体的な取り組み・目標等」を示す。 

 ② 下水道使用料水準が適切であるかの検討を示す（経費回収率の見込み等）。 

 ③ 投資財政計画に必要な検討事項を示す。 

  a）人口推移（減少等）を加味した下水道使用料収入の的確な反映 

  b）施設の老朽化を踏まえた将来の更新費用の的確な反映 

  c）物価上昇を反映した維持管理費等の上昇傾向等の的確な反映 

  d）上記を踏まえた収支ギャップ解消のための経営改革※の検討 

 ※経営改革とは、下水道使用料改定、広域化、民間活用・効率化、事業廃止等 

出典：総務省通知「経営戦略」の改定推進について（令和 4年 1月 25 日）    
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第 2章 下水道事業の現状

第 2 章 下水道事業の現状 

2.1 下水道事業の現況 

本市は、徳島県北部のほぼ中央、一級河川吉野川の右岸に位置し、「四国三郎」と呼ばれる吉

野川中流域の拠点都市として、平成16年10月に鴨島町、川島町、山川町、美郷村の4つの町村が

合併して誕生した、総面積144.19平方キロメートルのまちです。 

人口は、国勢調査において昭和 60 年（1985）に 49,302 人のピークに達した後、ゆるやかな

減少が続いた後、平成 7 年（1995）以降はさらに減少傾向にあり、令和 2 年（2020）の推計人

口は 38,772 人となっております。今後も少子高齢化に伴いさらに減少することが予想されます。 

（1）事業の現況 

本市の公共下水道事業は、3 つの処理区に分け事業を実施しており、中央処理区（鴨島町）

は昭和 51年度に公共下水道として、特定環境保全公共下水道事業については、川島処理区（川

島町）は平成 12 年度、川田処理区（山川町）は平成 10 年度に整備を進め、表 2.1 の普及状況

（事業／処理区・供用開始）に示す時期に供用を開始しています。農業集落排水事業は、山崎

南地区を平成 4 年 3月に策定した農業集落排水事業整備基本計画に基づき、平成 5年 4 月に事

業採択を受けて整備事業に着手し、以降、神後地区（H6基本計画、H8 事業採択）川田北地区（H4

基本計画、H6 事業採択）の整備事業に着手し、表 2.1 の普及状況（事業／処理区・供用開始）

に示すとおり供用を開始しています。 

市内全体区域の下水道整備を計画的に推進した結果、令和 5 年度末における下水道整備面積

は約 1,066ha、整備延長は約 225 km、下水道普及率は 58.14％まで整備が進み、徳島県内の平

均下水道普及率 22.1％（3事業・計）と比べると、県内で最も高い水準に達しています。

（2）施設 

本市下水道事業の施設・普及等の状況を表2.1に示します。 

表 2.1 吉野川市下水道事業の施設・普及等の状況 

施設・普及等の状況（令和 5年度末） 

地方公営企業法適用 平成 31年 4月 1 日法適用（全部適用）開始 

流域下水道接続 なし 

処理方式 分流式 

普及状況 
（事業／処理区・ 

供用開始） 
全合計 

公共 
下水道 

特定環境保全 
公共下水道 公共 

・計 

農業集落排水 
農集 
・計 鴨島 

H4.10 

川島 
H19.3 

山川 
H17.3 

神後 
H14.4 

山崎南 
H9.4 

川田北 
H15.4 

処理区域面積(ha)：① 1,065.7 728.9 67.5 114.8 911.2 40.5 40.0 74.0 154.5 

行政区域人口(人)：② 37,953 21,790 6,586 8,820 37,953 － － － －

供用開始区域人口(人)：③ 

※農集の世帯は「加入済」 
22,065 15,883 1,782 2,391 20,056 

(274)
756 

(250) 
584 

(277) 
669 

(801)
2,009 

水洗化済人口(人）：④ 17,234 13,557 849 1,278 15,684 
(237)
499 

(232) 
527 

(236) 
524 

(705)
1,550 

処理区域内人口密度 
(人／ha)：③÷① 

20.70 21.79 26.40 20.83 22.01 18.67 14.60 9.04 13.00 

普及率 
(人口割合：％) ③÷② 

58.14 72.89 27.06 27.11 52.84 － － － －

水洗化率(人口・世帯 
割合：％) ④÷③ 

78.11 85.36 47.64 53.45 78.20 86.50 92.80 85.20 88.01 

（3）下水道使用料 ※行政区域人口②の「公共・計」は、美郷地区の人口（757 人）を加算しています。 

 農業集落排水事業の水洗化率は、世帯割合であるため、カッコは世帯数を示しています。 
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第 2章 下水道事業の現状

本市の下水道使用料体系は、水量使用料となっています。水量使用料は、表 2.2-1、表 2.2-2

及び表 2.2-3 に示す基本使用料と使用水量に応じた二部使用料制（従量制）を並置する体系と

なっています。 

表 2.2-1 公共下水道事業（中央処理区）  （税込）

使用区分 料金区分 汚水の量 金額 

一般汚水 基本料金 10ｍ3まで 880 円  

超過料金 10ｍ3を超える 1ｍ3につき 110 円  

公衆浴場等汚水 基本料金 100ｍ3まで 3,300 円  

超過料金 100ｍ3を超える 1ｍ3につき  16 円  

表 2.2-2 特定環境保全公共下水道事業（川島処理区及び川田処理区） （税込）

使用区分 料金区分 汚水の量 金額 

一般汚水 基本料金 10ｍ3まで 1,100 円  

超過料金 10ｍ3を超える 1ｍ3につき 165 円  

工場排水、事業所等排水 基本料金 100ｍ3まで 3,300 円  

超過料金 100ｍ3を超える 1ｍ3につき  23 円  

表 2.2-3 農業集落排水事業（神後地区、山崎南地区及び川田北地区） （税込）

使用区分 料金区分 汚水の量 金額 

一般汚水 基本料金 10ｍ3まで 1,100 円  

超過料金 10ｍ3を超える 1ｍ3につき 165 円  

現行の使用料体系における使用料単価（下水道使用料÷年間総有収水量）を、類型平均と全

国平均で比較した結果は、表 2.3 のとおりです。（累計及び全国平均比較を参照するため令和 3

年度の使用料単価を示しています） 

表 2.3 使用料単価及び類型平均・全国平均との比較（令和 3年度）    （単位：円／ⅿ3税抜）

事業区分 吉野川市 類型平均 類計内順位 全国平均 

公共下水道事業 （103.4） 

84.7 153.0 223／227 134.4 

特定環境保全公共下水道事業 114.8 170.2 210／220 163.0 

農業集落排水 126.4 158.1 438／513 155.9 

※ 公共下水道の使用料単価及び類型内順位は、浄化槽汚泥等投入事業の投入量及び負担金を控除しているた

め「総務省公営企業年鑑」と相違します 

本市下水道の使用の実態は、公共下水道事業のみ特定排水（公衆浴場等汚水）の汚水が下水

道に排除されています。このため、3 事業における使用の実態に基づく現行の下水道使用料な

どを次頁に示します。 
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第 2章 下水道事業の現状

【現行使用の実態に基づく使用料】 

① 下水道使用の実態 

下水道使用の実態は、表 2.4 のとおり、公共下水道事業のみ特定排水（公衆浴場等汚水）の

汚水が下水道に排除されるため、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業とは、使

用者群が異なっています。 

表 2.4 下水道使用の実態（令和 4年度） （税込）

事業区分 
一般汚水 
（20ｍ3／

月） 

特定汚水（公衆浴場等汚水） 

100ｍ3
／月 

500ｍ3
／月 

1,000 
ｍ3／月 

5,000ｍ
3／月 

10,000
ｍ3／月 

公共下水道事業 1,980 3,300 9,700 17,700 81,700 161,700 

特定環境保全公共下水道事業 2,750 － － － － －

農業集落排水事業 2,750 － － － － －

② 一般汚水の下水道使用料（1か月 20ⅿ3 当たり） 

本市の一般汚水 1か月 20ｍ3 当たりの下水道使用料は、表 2.5 のとおり、令和 4 年度の公共

下水道は 1,980 円／20ｍ3、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業は 2,750 円／20ｍ3

であり、最低限行うべき経営努力として国が求めている 3,000 円／20ｍ3（※1）を下回っていま

す。 

表 2.5 一般汚水の使用料（令和 4 年度） （税込）

事業区分 
一般汚水 

（円／20ｍ3） 
一般汚水 

（円／ｍ3） 

公共下水道事業 1,980 99.0 

特定環境保全公共下水道事業 2,750 137.5 

農業集落排水事業 2,750 137.5 

③ 現行の下水道使用料単価 

下水道使用料は、「下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであるこ

と」が、使用料算定の原則のひとつとして定められています。（下水道法第 20 条第 2項第 1号） 

表 2.5 の一般汚水で算出した使用料単価を比較しますと、公共下水道事業の 99.0 円／ｍ3は

他の 2事業の 137.5 円／ｍ3に対して、7割程度の安価となっています。 

※1公営企業の経営に当たっての留意事項について（総務省：平成 26年 8月 29日）の中の事業別留意事項において、下水道
事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、『最低限行うべき経営努力として、全事業平均水洗化率

及び使用料徴収月 3,000円/20ｍ3を前提として行われていることに留意すること』と示されています。
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第 2章 下水道事業の現状

【有収水量及び使用料収入の推移】

本市の下水道有収水量及び使用料収入は、下水道整備の普及と下水道への接続推進及び水洗

化率の向上への取り組みにより、図 2.1 のとおりとなっていますが、使用料単価は表 2.3 及び

表 2.4 のとおり 3事業ともに、低い水準となっています。 

図 2.1 有収水量及び使用料収入の推移（3事業） 

下水道使用料の改定については、利用者負担に大きな影響を及ぼすものであることから、慎

重に検討しなければなりません。 

公
共
下
水
道
事
業

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

農
業
集
落
排
水
事
業

1,864,927 1,898,954 1,866,983 1,861,686

265,422 234,710

179,914
183,545

220,430
215,442

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

R01 R02 R03 R04

使用料収入

（税抜・千円）有収水量（m3）

事業分（m3）

公共下水道分（m3）

使用料収入

（税抜・千円）

370,981

342,251 346,895
359,606

40,190 40,028 39,827
40,910

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

R01 R02 R03 R04

使用料収入

（税抜・千円）有収水量（m3）

有収水量（m3）

使用料収入

（税抜・千円）

215,022 220,345 215,827 213,482

27,163
27,947

27,283 26,960

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

R01 R02 R03 R04

使用料収入

（税抜・千円）
有収水量（m3）

有収水量（m3）

使用料収入

（税抜・千円）

注記：R03、R04 の有収水量及び使用料収入は、「浄

化槽汚泥等投入事業（事業分）」の搬入量ならびに

負担金を加算しています。（次頁参照） 
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第 2章 下水道事業の現状

【公共下水道事業における浄化槽汚泥等投入事業の効果】

本市公共下水道事業の下水道有収水量及び使用料収入は、図 2.1 のとおり、令和 3 年度及び

令和 4 年度は「浄化槽汚泥等投入事業」の投入水量ならびにその負担金を加算しているため、

大きく増加しています。令和 3 年度から令和 5 年度までの「浄化槽汚泥等投入事業」の搬入実

績量及び負担金は、表 2.6 に示すとおりです。 

表2.6 浄化槽汚泥等投入事業負担金の整理 

上述の「浄化槽汚泥等投入事業」を加味した、現行の使用料体系における使用料単価（下

水道使用料÷年間総有収水量）を表 2.7 に示します。

 表2.7 下水道使用料単価                         （税抜）

〔浄化槽汚泥等投入事業の効果検証〕 

公共下水道の浄化センター施設へ「浄化槽汚泥等投入事業」による汚泥を搬入したことに

より、その搬入量と負担金を加味した下水道使用料単価は、表 2.7 に示すとおり、1ｍ3当たり

約 6円増加（102.77－96.81＝5.96）が確認できます。 

しかしながら、公共下水道以外の 2 事業の使用料単価と比較しますと、依然、安価な状態で

あると言えます。このため、本経営戦略においては、「吉野川市上下水道事業経営審議会」（6

吉下第 113 号）の答申に基づき、公共下水道の使用料改定を行うことを前提として、収支見通

しの検討を行うものとします。 

R03 R04 R03 R04 R03 R04

公共下水道 220,430 215,442 2,132,405 2,096,396 103.4 102.8

公共下水道分 180,617 180,236 1,866,983 1,861,686 96.7 96.8

浄化槽汚泥等投入事業分 39,813 35,206 265,422 234,710 150.0 150.0

特定環境保全公共下水道 39,827 40,910 346,895 359,606 114.8 113.8

農業集落排水 27,283 26,960 215,827 213,482 126.4 126.3

③＝①÷②×1,000

① 下水道使用料収入（千円） ②有収水量（ ） ③ 使用料単価（円／ ）
事業区分

年度 搬入量（ｔ）
希釈倍率30
汚水量（ ）

単価
（ ／円）

負担金算定額
（円）

負担金
（税込：円）

負担金
（税抜：円）

令和3年度 8,847.405 265,422.15 165 43,794,655 43,794,600 39,813,280

令和4年度 7,823.665 234,709.95 165 38,727,142 38,727,080 35,206,442

令和5年度 7,930.720 237,921.60 165 39,257,064 39,257,010 35,688,196

計 24,601.790 738,053.70 121,778,861 121,778,690 110,707,918

平均（3ヵ年） 8,200.597 246,017.90 40,592,954 40,592,897 36,902,639

※赤囲みは図2.1の搬入量を示す ↓

36,900,000営業収益（他会計負担金）
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第 2章 下水道事業の現状

（3）組織体制 

①職員数 

本市下水道事業会計の執行体制は、表 2.8 のとおりゆるやかな減少傾向にあり、令和 4 年 4

月 1 日現在の職員の内訳は、損益勘定職員（事務職）が 5 名、資本勘定職員（技術職）は 4 名

の計 9名となっています。 

表 2.8 組織体制及び職員数 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） 

会計 公共 特環 農集 公共 特環 農集 公共 特環 農集 公共 特環 農集 

事務職 

50 歳代 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

40 歳代 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

30 歳代 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

20 歳代 
0 
(1) 

0 0 
0 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 
2 
(1) 

1 1 
2 
(1) 

1 1 3 1 1 3 1 1 

技術職 

50 歳代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 歳代 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

30 歳代 
1 
(2) 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 歳代 
0 
(2) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

小計 
3 
(4) 

1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 

会計別・計 
5 
(5) 

2 2 
5 
(1) 

2 2 5 2 2 5 2 2 

年度別・計 
9 

(5) 
9 
(1) 

9 9 

②事業運営組織 

平成 31 年 4 月に水道部の組織改革があり、下水道事業が地方公営企業法の全部を適用したこ

とに伴い、水道部下水道課となりました。 

年代別にみると令和 4年 4月 1日現在、損益勘定職員（事務職）は、30 歳以上の職員が配置

されており、資本勘定職員（技術職）は、20 歳及び 30 歳代の職員が配置されています。技術

職に比較的若い年代の職員を長期的に配置することで、技術の習熟が可能となり、技術継承に

向けての組織体制の適正化に取り組んでいます。 

※ 表のカッコは、臨時または任用職員を示しています 
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第 2章 下水道事業の現状

2.2 民間活力の活用 

（1）民間活用の状況 

① 民間委託（包括的民間委託を含む） 

平成 24年度より、使用料徴収を水道事業に委託しているほか、処理場については、全ての

施設（農業集落排水施設含む）において維持管理を民間へ委託しています。 

② 指定管理者制度 

浄化センターについて、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サー

ビスの質の向上を図っていくものはないため、現時点では、指定管理者制度の導入の予定は

ありません。 

③ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

大規模な自治体が主な導入対象のＰＰＰ・ＰＦＩ手法でありますが、それ以外の自治体で

も導入の検討を行うのが望ましいとされているところです。しかしながら本市の規模や管渠

の整備状況を鑑みますとＰＰＰ・ＰＦＩの活用による財政負担の削減効果が得られにくいた

め、現時点では、導入の予定はありません。また、更なる民間活力の活用検討（ウォーター

PPP の導入等）については、先進事例の情報収集をしながら研究を進めます。

（2）資産活用の状況 

① エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

下水汚泥の堆肥化により再資源化した肥料を、米、麦、園芸作物等に利用し、下水処理施

設への理解を深めています。

② 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

現時点において、未利用土地・施設等はないため、今後、発生した際は適切な有効活用策

について検討を行います。
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第 3 章 経営の現状分析と課題 

本市下水道事業の経営分析は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業における各

種の経営指標等を活用して、事業規模の類似する団体及び近隣団体との比較を行い、課題を適

確に把握するために、表 3.1 の 3 つの視点に着目しました。 

表 3.1 現状分析の 3 つの視点 

財務分析 財務の視点（収益性及び健全性） 

外的経営環境の把握・分析 事業・施設の効率性の視点 

内部経営環境の把握・分析 組織の効率性の視点 

3.1 分析の方法 

（1）経営指標の設定 

本市下水道事業の現状分析に使用する表 3.2 の経営指標は、総務省の「経営戦略策定ガイド

ライン」に示されている指標に加えて、公共下水道事業等の特性を十分に踏まえた指標を用い

ることにより、財務偏重の分析にならないように配慮しています。 

表 3.2 現状分析に関する経営指標 

分類 

（視点） 
経営指標 単位 計算式 

見

方 

指

標 

分

析 
備考 

財務 

（収益性・

健全性） 

 1) 使用料単価 円/m3 使用料収入÷有収水量 ↑ ○ ― 

● 2) 汚水処理原価 円/m3 汚水処理費÷有収水量 ↓ ○ ○ 

● 3) 経費回収率 ％ 使用料単価÷汚水処理原価×100 ↑ ○ ○ 

● 4) 
処理区域内人口当た

りの企業債現在高 

千円

/人 

（企業債現在高合計）÷（処理区域内人

口） 
↓ ○ ― 

● 5) 経常収支比率 ％ 経常収益÷経常費用×100 ↑ ○ ○

● 6) 累積欠損金比率 ％ 
当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託

工事収益）×100 
↓ ― ○ 

● 7) 流動比率 ％ 流動資産÷流動負債×100 ↑ ― ○ 

● 8) 
企業債残高対事業規

模比率 
％ 

（企業債現在高合計－一般会計負担額）

÷（営業収益－受託工事収益－雨水処理

負担金）×100 

↓ ― ○ 

事業・施設

の効率性 

 1) 計画人口普及率 ％ 整備人口÷全体計画人口×100 ↑ ― ― 

● 2) 水洗化率 ％ 水洗化人口÷処理区域内人口×100 ↑ ○ ○ 

 3) 処理人口1人当たり 

維持管理費 

円/

人 
維持管理費÷処理区域内人口×100 ↓ ○ ― 

● 4) 施設利用率 ％ 
晴天時一日平均処理水量÷晴天時処理

能力×100
↑ ○ ○ 

 5) 有収率 ％ （有収水量）÷（汚水処理水量）×100 ↑ ○ ○ 

● 6) 管渠改善率 ％ 
管渠改善延長（更新延長+改良延長+維持

延長）÷管渠延長×100
↑ ― ○ 対象外 

● 7) 
有形固定資産減価償

却率 
％ 

有形固定資産減価償却累計額÷有形固

定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

×100 

↓ ― ○  

● 8) 管渠老朽化率 ％ 
法定耐用年数を経過した管渠延長÷下

水道布設延長×100 
↓ ― ○  

注 1：●印を付与した指標は、総務省経営戦略策定ガイドラインに示されている指標です 

注 2：見方欄の「↑」は算定値が大きい方が良い、「↓」は算定値が小さい方が良いことを示しています 

注 3：指標は「下水道事業経営指標（総務省）」、分析は「経営比較分析表（総務省）」に該当する経営指標を

○印で表記しています
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（2）分析条件 

① 分析対象年度 

経営の現状分析は、過去 3か年（令和元年度～令和 3年度）のデータを基に行いました。 

② 使用データ及び分析方法 

経営指標算出に使用するデータは、「下水道事業経営指標」（総務省）及び「経営比較分析表」

（総務省）を使用しました。 

 類似団体との比較は、処理区域内人口が詳細に区分されている「下水道事業経営指標」（総務

省）を優先的に採用しています。 

③ 類似団体の抽出 

類似団体は、「下水道事業経営指標」（総務省）の類似団体区分を採用しました。 

 「下水道事業経営指標」（総務省）の類似団体区分 

    ⇒ 公共下水道事業      ・・・ Cc1：227 団体 

    ⇒ 特定環境保全公共下水道事業・・・ Bd2：220 団体 

    ⇒ 農業集落排水事業     ・・・ d1：513 団体 

 類似団体区分のうち徳島県内を対象とした市町村 

    ⇒ 公共下水道事業      ・・・ Cc1：0 団体 

    ⇒ 特定環境保全公共下水道事業・・・ Bd3：1 団体 

    ⇒ 農業集落排水事業     ・・・ d2：1団体 

 類似団体の抽出 

    ⇒ 公共下水道事業      ・・・ 5 団体 

      香川県丸亀市、観音寺市、さぬき市 、愛媛県八幡浜市、伊予市 

    ⇒ 特定環境保全公共下水道事業・・・ 3 団体 

      徳島県美馬市、香川県東かがわ市、愛媛県伊予市 

    ⇒ 農業集落排水事業     ・・・ 5 団体 

      徳島県松茂町、香川県高松市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市 

※上記の類似団体は、令和 3年度末時点における法適用企業より抽出      
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表 3.3-1 類似団体区分（令和 3年度_公共下水道事業） 

〔出所：総務省〕  

処理区域内人口区分 有収水量密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

政令市等 － － 政令市等 21

7.5千ｍ3/ｈａ～ 25年以上 Ａａ1 70

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ａｂ1 47

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ａｃ1 53

7.5千ｍ3/ｈａ～ 25年以上 Ｂａ1 30

25年以上 Ｂｂ1 52

15年～25年 Ｂｂ2 1

25年以上 Ｂｃ1 85

15年～25年 Ｂｃ2 2

～2.5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ｂd1 1

7.5千ｍ3/ｈａ～ 25年以上 Ｃａ1 11

25年以上 Ｃｂ1 59

5年～15年 Ｃｂ3 7

25年以上 Ｃｃ1 227

15年～25年 Ｃｃ2 36

5年～15年 Ｃｃ3 6

25年以上 Ｃd1 96

15年～25年 Ｃd2 29

5年～15年 Ｃd3 2

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ｄｂ1 5

25年以上 Ｄｃ1 37

15年～25年 Ｄｃ2 19

5年～15年 Ｄｃ3 5

25年以上 Ｄd1 57

15年～25年 Ｄd2 46

5年～15年 Ｄd3 3

7.5千ｍ3/ｈａ～ 15年～25年 Ｅａ2 1

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ｅｂ1 3

25年以上 Ｅｃ1 16

15年～25年 Ｅｃ2 17

5年～15年 Ｅｃ3 6

25年以上 Ｅd1 44

15年～25年 Ｅd2 65

5年～15年 Ｅd3 13

10万人～

5万人～10万人

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

1万人～5万人

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

～2.5千ｍ3/ｈａ

5千人～1万人

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

～2.5千ｍ3/ｈａ

～5千人
2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

～2.5千ｍ3/ｈａ
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表 3.3-2 類似団体区分（令和 3年度_特定環境保全公共下水道事業） 

〔出所：総務省〕

表 3.3-3 類似団体区分（令和 3年度_農業集落排水事業） 

〔出所：総務省〕 

処理区域内人口区分 有収水量密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

7.5千ｍ3/ｈａ～ 25年以上 Ａａ1 1

25年以上 Ａｂ1 2

5年～15年 Ａｂ3 1

25年以上 Ａｃ1 55

15年～25年 Ａｃ2 20

25年以上 Ａd1 102

15年～25年 Ａd2 44

7.5千ｍ3/ｈａ～ 25年以上 Ｂａ1 2

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ 25年以上 Ｂｂ1 6

25年以上 Ｂｃ1 45

15年～25年 Ｂｃ2 47

5年～15年 Ｂｃ3 3

5年未満 Ｂｃ4 1

25年以上 Ｂd1 142

15年～25年 Ｂd2 220

5年～15年 Ｂd3 21

5年未満 Ｂd4 2

5千人～

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

～2.5千ｍ3/ｈａ

～5千人

～2.5千ｍ3/ｈａ

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

処理区域内人口区分 有収水量密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

7.5千ｍ3/ｈａ～ 15年～25年 ａ2 1

25年以上 ｂ1 2

15年～25年 ｂ2 1

25年以上 ｃ1 62

15年～25年 ｃ2 34

25年以上 d1 513

15年～25年 d2 256

5年～15年 d3 7

5年未満 d4 1

5千ｍ3/ｈａ～7.5千ｍ3/ｈａ

2.5千ｍ3/ｈａ～5千ｍ3/ｈａ

～2.5千ｍ3/ｈａ

－
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3.2 分析の結果 

（1）財務（収益性・健全性）の視点 

１）使用料単価

単位：円/ 
見方：↑

公共下水道事業 96.5 96.7
（103.4）
84.7

153.0 ２２３／２２７ ６／６

特定環境保全
公共下水道事業

108.3 117.0 114.8 168.7 ２１０／２２０ ４／４

農業集落排水事業 126.3 126.8 126.4 158.1 ４３８／５１３ ４／６

指標の説明

算出式

分析結果

２）汚水処理原価

単位：円/ 
見方：↓

公共下水道事業 149.6 150.0 149.8 163.5 ４０／２２７ ２／６

特定環境保全
公共下水道事業

148.5 149.8 153.6 334.9 １５／２２０ １／４

農業集落排水事業 219.2 199.9 167.0 249.3 ６２／５１３ １／６

指標の説明

算出式

分析結果

３）経費回収率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 64.5 64.5
（69.0）
56.6

93.6 ２２１／２２７ ６／６

特定環境保全
公共下水道事業

72.9 78.1 74.7 50.8 ７３／２２０ １／４

農業集落排水事業 57.6 63.4 75.7 63.4 １６７／５１３ １／６

指標の説明

算出式

分析結果

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。

使用料単価÷汚水処理原価×100

特定環境保全公共下水道と農業集落排水が全国類似団体と比較して高い水準ですが、すべての事業が１００％を下回っており、一般会計
からの繰入に依存している状況です。
※Ｒ3公共の（　 ）内は、浄化槽汚泥等投入事業による実績を含む経費回収率を示しています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

有収水量１ あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標で
す。

汚水処理費÷有収水量

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低い数値となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

有収水量１ あたりの使用料単価であり、使用料の水準を示す指標です。

使用料収入÷有収水量

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低単価となっています。
※Ｒ3公共の（　 ）内は、浄化槽汚泥等投入事業による実績を含む使用料単価を示しています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

４）処理区域内人口当たり企業債残高

単位：千円/人
見方：↓

公共下水道事業 366 355 341 250 １８３／２２７ ５／６

特定環境保全
公共下水道事業

763 733 705 453 １８４／２２０ ４／４

農業集落排水事業 464 443 429 322 ３９９／５１３ ６／６

指標の説明

算出式

分析結果

５）経常収支比率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 108.6 105.5 101.4 105.1 １４４／２２７ ５／６

特定環境保全
公共下水道事業

105.3 108.7 101.9 90.5 ６０／２２０ ２／４

農業集落排水事業 106.8 113.4 102.1 95.5 １５５／５１３ ２／６

指標の説明

算出式

分析結果

６）累積欠損金比率

単位：％
見方：↓

公共下水道事業 0 0 0 19.1 ― １／６

特定環境保全
公共下水道事業

0 0 0 69.4 ― １／４

農業集落排水事業 0 6.07 0 132.0 ― １／６

指標の説明

算出式

分析結果

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標です。

当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100

令和２年度に農業集落排水で欠損が発生したものの令和３年度の利益で補填しており、すべての事業で欠損金は発生していません。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。

経常収益÷経常費用×100

公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに100％を上回っており、指標としては好調な状況を示していますが、実体と
しては一般会計からの繰入に依存しており望ましい状況ではありません。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

処理区域内人口１人当たりに対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。

企業債現在高÷処理区域内人口

全国類似団体と比べて、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに高い数値となっています。類似団体と比較し、供用
開始が遅いと指標が高くなる傾向にありますが、処理人口に対して企業債残高が多い状況です。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

【現状のまとめと課題】 

 汚水処理原価（特に特定環境保全公共下水道及び農業集落排水）は、全国類似団体の中でも

低く抑えられており、低コストでサービスを提供している状況にあります。一方、使用料単価

も全国類似団体の中で著しく低いため、経費回収率が 100％を下回っており、下水道使用料以

外の収入（主に一般会計繰入金）に依存した事業運営を行っているといえます。 

 このため、さらなる維持管理費等のコスト縮減と水洗化率の向上による適正収入の確保を図

ることが最優先の施策となりますが、現状の使用料単価を鑑みますと使用料の改定についての

検討にも取り組んでいく必要があります。 

７）流動比率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 36.4 34.3 51.5 47.6 ― ３／６

特定環境保全
公共下水道事業

53.0 66.4 80.8 43.1 ― １／４

農業集落排水事業 110.7 121.3 130.7 35.7 ― ３／６

指標の説明

算出式

分析結果

８）企業債残高対事業規模比率

単位：％
見方：↓

公共下水道事業 2,125.8 2,013.7 1,604.7 1,108.8 ― ６／６

特定環境保全
公共下水道事業

695.9 689.0 0 1,163.8 ― １／４

農業集落排水事業 0 0 0 791.8 ― １／６

指標の説明

算出式

分析結果

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。

（企業債残高合計－一般会計負担額）÷（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100

※企業債残高対事業規模比率については、一般会計負担額を公共、特環、農集の総額に対して算出しています。したがって、事業別での
比率は正しい数値となっていないことから、参考表記としています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。

流動資産÷流動負債×100

全国類似団体と比べて、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに高い数値となっています。法適用直後は低い値とな
る傾向にありますが、100％を下回っている状況は望ましくありません。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

（2）事業・施設の効率性の視点 

１）計画人口普及率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 85.0 84.3 83.8 90.2 ― ６／６

特定環境保全
公共下水道事業

40.1 41.1 41.7 88.1 ― ４／４

農業集落排水事業 49.5 48.7 48.0 56.8 ― ４／６

指標の説明

算出式

分析結果

２）水洗化率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 83.6 84.2 85.1 91.5 １８３／２２７ ６／６

特定環境保全
公共下水道事業

50.1 49.2 48.8 77.9 ２１４／２２０ ４／４

農業集落排水事業 75.2 75.7 75.5 87.7 ４６５／５１３ ４／６

指標の説明

算出式

分析結果

３）処理人口１人当たり維持管理費

単位：円/人
見方：↓

公共下水道事業 7,656 8,190 10,048 10,598 １０５／２２７ ２／６

特定環境保全
公共下水道事業

10,498 11,658 12,261 22,303 ３７／２２０ １／４

農業集落排水事業 21,415 20,346 16,885 19,069 １７０／５１３ ２／６

指標の説明

算出式

分析結果

処理人口１人当たりの維持管理費用であり、現状の施設規模の妥当性を示す指標です。

維持管理費（公費負担分除く）÷処理区域内人口

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低い水準となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して、汚水処理している人口の割合を示す指標です。

水洗化人口÷処理区域内人口×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低い水準となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

全体計画人口に対する整備人口の割合であり、下水道整備の進捗状況を示す指標です。

整備人口÷全体計画人口×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低い水準となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

４）施設利用率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 56.8 59.3 56.8 63.5 ７８／２２７ ４／６

特定環境保全
公共下水道事業

52.2 47.3 48.6 70.6 ４８／２２０ １／４

農業集落排水事業 50.5 50.9 48.8 64.0 ３１２／５１３ ６／６

指標の説明

算出式

分析結果

５）有収率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 82.44 81.52 95.59 81.1 ４０／２２７ ２／６

特定環境保全
公共下水道事業

96.84 99.24 98.13 91.1 ８０／２２０ ２／４

農業集落排水事業 96.29 95.33 104.1 88.8 １１／５１３ １／６

指標の説明

算出式

分析結果

６）管渠改善率

単位：％
見方：↑

公共下水道事業 0 0 0 0.1 ― ２／６

特定環境保全
公共下水道事業

0.57 0 0 0.1 ― １／４

農業集落排水事業 0 0 0 0.05 ― １／６

指標の説明

算出式

分析結果

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。

晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに低い水準となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示す指標です。

有収水量÷汚水処理水量×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに高い水準となっています。
※農集の有収率100％超は、農集施設の一部における流量計の故障による事象です。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できます。

管渠改善延長（更新延長+改良延長+維持延長）÷管渠延長×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに０％となっていますが、８）管渠老朽化率の
とおり、耐用年数を経過している管渠がないため改築工事等を実施していないことによるものです。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

【現状のまとめと課題】 

管渠老朽化率が０％であることや、有収率が全国類似団体の中でも高い水準を維持している

ことから不明水（地下水や雨水）の流入が少なく、現時点では施設・設備に著しい劣化はない

ことが推測できます。 

 しかし、本市の下水道は中央処理区（鴨島町）において昭和 51 年度の事業着手以来 45 年を

超える歳月が経過し、全国類似団体の中でも有形固定資産減価償却率が高い水準となっており

耐用年数ベースで見ると老朽化が進んでいる状況であり、施設・設備の維持管理が今後の課題

であるといえます。 

 処理人口１人当たりの維持管理費では、全国類似団体の中でも低い水準を維持しており低コ

ストでサービスを提供していますが、施設の利用率でも全国類似団体の中で低い水準となって

います。現在の施設・設備がオーバースペックとなっていないか検証するとともに、更なるコ

スト縮減に繋がる施策を検討していく必要があります。 

７）有形固定資産減価償却率

単位：％
見方：↓

公共下水道事業 48.7 49.8 50.9 21.9 ― ５／６

特定環境保全
公共下水道事業

33.1 35.2 37.4 22.8 ― ２／４

農業集落排水事業 51.5 53.1 54.1 21.9 ― ６／６

指標の説明

算出式

分析結果

８）管渠老朽化率

単位：％
見方：↓

公共下水道事業 0 0 0 0 ― １／６

特定環境保全
公共下水道事業

0 0 0 0.01 ― １／４

農業集落排水事業 0 0 0 0 ― １／６

指標の説明

算出式

分析結果

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合いを示しています。

法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに法定耐用年数を経過している管渠がない
ため０％となっています。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度を示しています。

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

全国類似団体との比較において、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水ともに高い値となっています。法定耐用年数を経
過している管渠はないものの全体的に老朽化が進んでいる状況です。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
全国類似
団体平均値
（Ｒ３）

全国類似
団体ランク
（Ｒ３）

近隣の
類似団体
ランク（Ｒ３）
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第 3章 経営の現状分析と課題

（3）分析結果一覧（徳島県内類似団体及び近隣団体） 

徳島県内類似団体及び近隣団体における分析結果一覧を次頁に示します。 

 公共下水道及び特定環境保全公共下水道 ･･･ 表 3.4-1-1～表 3.4-1-2 

 農 業 集 落 排 水 事 業 ･･･ 表 3.4-2-1～表 3.4-2-2 
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表3.4-1-1　分析結果一覧（令和３年度類似団体比較）…公共下水道事業（公共下水道及び特定環境保全公共下水道）

１）使用料単価（円/ ）↑ ２）汚水処理原価（円/ ）↓ ３）経費回収率（％）↑ ４）処理区域内人口当たり企業債残高（千円/人）↓

公
共
下
水
道

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

５）経常収支比率（％）↑ ６）累積欠損金比率（％）↓ ７）流動比率（％）↑ ８）企業債残高対事業規模比率（％）↓

公
共
下
水
道

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

分類

財
務
（

収
益
性
・
健
全
性
）

の
視
点

分類

財
務
（

収
益
性
・
健
全
性
）

の
視
点

84.70 149.41 194.98 148.84 165.38 152.24

153.02
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吉野川市(6) 丸亀市(4) 観音寺市(1) さぬき市(5) 八幡浜市(2) 伊予市(3)

使用料単価（円/ ） 全国類似団体平均値

149.79 152.55 201.68 160.45 221.74 143.16
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汚水処理原価（円/ ） 全国類似団体平均値

56.55 97.94 96.68 92.76 74.58 106.34

93.60

0

20

40

60

80

100

120

吉野川市(6) 丸亀市(2) 観音寺市(3) さぬき市(4) 八幡浜市(5) 伊予市(1)

経費回収率（％） 全国類似団体平均値
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処理区域内人口当たり企業債残高（千円/人） 全国類似団体平均値
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経常収支比率（％） 全国類似団体平均値

0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00

19.06
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累積欠損金比率（％） 全国類似団体平均値

51.50 91.90 64.70 31.60 9.50 35.20
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流動比率（％） 全国類似団体平均値

1,604.66 604.94 581.04 17.45 306.24 196.82
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企業債残高事業規模比率（％） 全国類似団体平均値

114.81 155.53 139.85 159.29
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吉野川市(4) 美馬市(2) 東かがわ市(3) 伊予市(1)

使用料単価（円/ ） 全国類似団体平均値

153.61 481.24 354.49 384.51
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汚水処理原価（円/ ） 全国類似団体平均値

74.74 32.32 39.45 41.43
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経費回収率（％） 全国類似団体平均値
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処理区域内人口当たり企業債残高（千円/人）

全国類似団体平均値

101.90 98.20 99.70 105.20
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

吉野川市(1) 美馬市(4) 東かがわ市(2) 伊予市(3)

流動比率（％） 全国類似団体平均値

0.00 0.00 0.00 0.00

1163.75

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

吉野川市(1) 美馬市(1) 東かがわ市(1) 伊予市(1)

企業債残高事業規模比率（％） 全国類似団体平均値
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表3.4-1-2　分析結果一覧（令和３年度類似団体比較）…公共下水道事業（公共下水道及び特定環境保全公共下水道）

１）計画人口普及率（％）↑ ２）水洗化率（％）↑ ３）処理人口１人当たり維持管理費（円/人）↓ ４）施設利用率（％）↑

公
共
下
水
道

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

５）有収率（％）↑ ６）管渠改善率（％）↑ ７）有形固定資産減価償却率（％）↓ ８）管渠老朽化率（％）↓

公
共
下
水
道

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

分類

事
業
／
施
設
の
効
率
性
の
視
点

事
業
／
施
設
の
効
率
性
の
視
点

分類

83.80 87.67 113.99 98.15 95.05 113.20
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吉野川市(6) 丸亀市(5) 観音寺市(1) さぬき市(3) 八幡浜市(4) 伊予市(2)

計画人口普及率（％） 全国類似団体平均値

85.06 97.31 85.63 85.47 86.53 96.58
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水洗化率（％） 全国類似団体平均値

10,048 12,617 14,901 14,956 16,539 9,975
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処理人口1人当たり維持管理費（円/人） 全国類似団体平均値

56.77 59.03 51.17 57.05 82.53 34.56

63.50
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吉野川市(4) 丸亀市(2) 観音寺市(5) さぬき市(3) 八幡浜市(1) 伊予市(6)

施設利用率（％） 全国類似団体平均値

95.59 68.24 67.05 70.37 39.14 97.62

81.10

0

20

40

60

80

100

120

吉野川市(2) 丸亀市(4) 観音寺市(5) さぬき市(3) 八幡浜市(6) 伊予市(1)

有収率（％） 全国類似団体平均値
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有形固定資産減価償却率（％） 全国類似団体平均値
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処理人口1人当たり維持管理費（円/人） 全国類似団体平均値
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施設利用率（％） 全国類似団体平均値
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0.00 0.00 0.00 0.00

0.10

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

吉野川市(1) 美馬市(1) 東かがわ市(1) 伊予市(1)

管渠改善率（％） 全国類似団体平均値

37.37 41.98 53.16 6.47

22.79

0

10

20

30

40

50

60

吉野川市(2) 美馬市(3) 東かがわ市(4) 伊予市(1)

有形固定資産減価償却率（％） 全国類似団体平均値

0.00 0.00 0.00 0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

吉野川市(1) 美馬市(1) 東かがわ市(1) 伊予市(1)

老朽化率（％） 全国類似団体平均値

2
2



表3.4-2-1　分析結果一覧（令和３年度類似団体比較）…農業集落排水事業

１）使用料単価（円/ ）↑ ２）汚水処理原価（円/ ）↓ ３）経費回収率（％）↑ ４）処理区域内人口当たり企業債残高（千円/人）↓

農
業
集
落
排
水

分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし

５）経常収支比率（％）↑ ６）累積欠損金比率（％）↓ ７）流動比率（％）↑ ８）企業債残高対事業規模比率（％）↓

農
業
集
落
排
水

分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし

分類

財
務
（

収
益
性
・
健
全
性
）

の
視
点

分類

財
務
（

収
益
性
・
健
全
性
）

の
視
点

126.41 148.86 93.53 125.97 136.71 144.52

158.12
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吉野川市(4) 松茂町(1) 高松市(6) 観音寺市(5) さぬき市(3) 東かがわ市(2)

使用料単価（円/ ） 全国類似団体平均値

167.03 215.89 232.03 318.18 300.36 270.92
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汚水処理原価（円/ ） 全国類似団体平均値

75.68 68.95 40.31 39.59 45.52 53.34
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経費回収率（％） 全国類似団体平均値
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処理区域内人口当たり企業債残高（千円/人）

全国類似団体平均値
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表3.4-2-2　分析結果一覧（令和３年度類似団体比較）…農業集落排水事業

１）計画人口普及率（％）↑ ２）水洗化率（％）↑ ３）処理人口１人当たり維持管理費（円/人）↓ ４）施設利用率（％）↑

農
業
集
落
排
水

分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし

５）有収率（％）↑ ６）管渠改善率（％）↑ ７）有形固定資産減価償却率（％）↓ ８）管渠老朽化率（％）↓

農
業
集
落
排
水

分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし 分析データ表示なし

分類

事
業
／
施
設
の
効
率
性
の
視
点

分類

事
業
／
施
設
の
効
率
性
の
視
点

47.98 71.96 41.47 101.64 39.00 61.83

56.80
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吉野川市(4) 松茂町(2) 高松市(5) 観音寺市(1) さぬき市(6) 東かがわ市(3)

計画人口普及率（％） 全国類似団体平均値

75.50 63.37 100.00 81.07 86.43 74.67

87.70
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水洗化率（％） 全国類似団体平均値
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第４章 将来の事業環境の予測

第 4 章 将来の事業環境の予測 

4.1 処理区域内人口の予測 

処理区域内人口は、下水道事業の上位計画と整合を図るため、「吉野川市汚水処理施設整備構

想（令和4年3月）」（以下、「整備構想」という）の「表6-3 処理形態別処理人口の推移」（P-64）

を基本としています。 

整備構想における処理区域内人口の設定方針は、下記のとおりです。 

 公共下水道及び特定環境保全公共下水道 

・整備面積の拡大に伴う処理区内人口の増加を見込んだ上で、人口減少率を考慮して算出。 

 農業集落排水 

・令和2年度（現況）において、すでに整備が完了しているため、処理区内における人口減

少率を考慮して算出。 

整備構想の処理区域内人口の推移は、表4.1に示すとおりです。 

本経営戦略の処理区域内人口は、令和4年度の処理区域内人口の実績値を基に、表4.1の推移

値との増減率を加味（特定環境保全公共下水道川島処理区は変動が見られなかったため対象外）

し、表4.2に示すとおり算出しています。 

 表4.1　処理区域内人口の推移 【単位：人】

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

公共下水道 中央（鴨島） 16,071 16,003 15,967 15,930 15,925 15,825 15,725 15,608 15,508 15,424 15,357 15,290 15,277 15,178

川島（川島） 1,819 1,837 1,859 1,879 1,906 1,892 1,879 1,865 1,854 1,843 1,836 1,828 1,818 1,815

川田（山川） 2,513 2,517 2,524 2,532 2,544 2,529 2,513 2,494 2,478 2,465 2,455 2,444 2,430 2,421

神後 804 797 791 786 781 777 772 766 761 757 754 750 746 734

山崎南 639 633 628 624 620 616 613 608 604 601 598 596 592 570

川田北 681 675 670 665 661 657 653 648 644 641 638 635 632 608

※出典：「吉野川市汚水処理施設整備構想」（令和4年3月）P-64

特定環境
保全公共
下水道

農業
集落排水

計画策定期間［令和6年度～令和15年度：10年間］

事業 処理区

 表4.2　処理区域内人口の推移（経営戦略策定） 【単位：人】

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

公共下水道 中央（鴨島） 15,967 16,071 -104 -0.7% 16,003 15,863 15,826 15,821 15,722 15,623 15,507 15,407 15,324 15,257 15,191 15,178 15,079

川島（川島） 1,821 1,819 2 0.1% 1,837 1,859 1,879 1,906 1,892 1,879 1,865 1,854 1,843 1,836 1,828 1,818 1,815

川田（山川） 2,448 2,513 -65 -2.6% 2,517 2,459 2,466 2,478 2,463 2,448 2,429 2,414 2,401 2,391 2,381 2,367 2,358

特環・計 4,354 4,318 4,345 4,384 4,355 4,327 4,294 4,268 4,244 4,227 4,209 4,185 4,173

神後 788 804 -16 -2.0% 797 775 770 765 762 757 751 746 742 739 735 731 719

山崎南 598 639 -41 -6.4% 633 588 584 580 576 574 569 565 562 560 558 554 533

川田北 670 681 -11 -1.6% 675 659 654 650 646 642 638 634 631 628 625 622 598

農集・計 2,105 2,022 2,008 1,995 1,984 1,973 1,958 1,945 1,935 1,927 1,918 1,907 1,850

※注記：表4.1を基に、令和4年度実績において減少している処理区は、減少率を加味して補正している（ただし、特環（川島）については微増のため、補正していない）

特定環境
保全公共
下水道

農業
集落排水

計画策定期間［令和6年度～令和15年度：10年間］

事業 処理区
令和４年度
［実績値］

令和４年度
［計画値］

令和4年度
［実績-計画］

増減率
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4.2 水洗化率及び水洗化人口の予測 

計画期間内の水洗化率は、これまでどおり、接続の促進（広報活動の充実、戸別訪問の推進）

を続けていくことから、表4.3に示す「R1からR4平均増減率」を乗じて算出しています。 

 水洗化人口は、下記のとおり算出しています。 

 水洗化人口＝「処理区域内人口」×「水洗化率」 

4.3 有収水量の予測 

計画期間内の有収水量は、表4.4に示す令和4年度の「有収水量」を「水洗化人口」で除した

「令和4年度の1人当たりの有収水量」に、算出した計画期間内の「水洗化人口」を乗じて算出

しています。 

 表4.3　水洗化率の過年度の推移

2019 2020 2021 2022

R1 R2 R3 R4

公共下水道 中央（鴨島） 83.6% 84.2% 0.72% 85.1% 1.07% 85.5% 0.47% 0.75%

川島（川島）

川田（山川）

神後

山崎南

川田北

1.59% 0.66%

50.7% 3.89% 0.43%

-0.26% 76.7%

特定環境
保全公共
下水道

50.1% 49.2% -1.80% 48.8% -0.81%

農業
集落排水

75.2% 75.7% 0.66% 75.5%

R1からR4
平均増減率

事業 処理区
R1からR2
増減率

R2からR3
増減率

R3からR4
増減率

 表4.4　水洗化人口及び有収水量の過年度実績

2019 2020 2021 2022

R1 R2 R3 R4

水洗化人口 人 13,672 13,652 13,707 13,652

有収水量 ⅿ３／年 1,864,927 1,898,954 2,132,405 2,096,396

水洗化人口 人 2,092 2,109 2,119 2,165

有収水量 ⅿ3／年 370,981 342,251 346,895 359,606

水洗化人口 人 1,656 1,638 1,612 1,576

有収水量 ⅿ3／年 215,022 220,345 215,827 213,482

農業
集落排水

神後
山崎南
川田北

事業 処理区 内容 単位

公共下水道 中央（鴨島）

特定環境
保全公共
下水道

川島（川島）
川田（山川）
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4.4 使用料収入の見通し 

下水道使用料収入については、令和6年度の使用料単価を、「下水道使用料（令和6年度当初予

算値）を有収水量（令和6年度予測値）で除して」算出し、計画期間内の「有収水量（算出値）」

に「令和6年度の使用料単価」を乗じて算出しています。 

なお、公共下水道については、「吉野川市上下水道事業経営審議会」（6吉下第113号）の答申

を踏まえ、令和7年度（令和7年10月使用分より適用）より、一般家庭汚水及び特定排水（公衆

浴場等汚水）の下水道使用料を他2事業と同じ水準に統一した引き上げ改定率を見込んで、「使

用料改定あり」を算出しています。 

下水道使用料収入の見通しは、図4.1に示すとおりです。公共下水道（下水道使用料改定なし）

及び特定環境保全公共下水道は、令和8年度概成以降、人口減少の影響を受け緩やかに減少し続

ける見込みです。既に整備が終了している農業集落排水については、接続の促進による水洗化

人口の増加と人口減少より、大きな変動は見受けられません。 

2023 2024 2025 2026 202７ 202８ 202９ 2030 2031 2032 2033

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

公共下水道（使用料改定なし） 千円 1８0,005 1７８,８05 1７９,210 1７９,９８1 1７９,6８0 1７９,36７ 1７８,８44 1７８,4９2 1７８,335 1７８,34８ 1７８,3７4

公共下水道（使用料改定あり） 千円 1８0,005 1７８,８05 210,７９6 256,113 255,6８5 255,23９ 254,4９5 253,９９4 253,７７1 253,７８９ 253,８26

特定環境保全公共下水道 千円 3９,600 40,８00 41,225 41,７62 41,651 41,540 41,3７3 41,2８1 41,20７ 41,20７ 41,1８８

農業集落排水 千円 2７,000 26,640 26,623 26,623 26,640 26,65７ 26,623 26,623 26,640 26,6９1 26,７42

事業 単位

0
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40,000
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(千円) 図 4.1 下水道使用料収入の見通し［税抜］

公共下水道（使用料改定なし） 千円 公共下水道（使用料改定あり） 千円

特定環境保全公共下水道 千円 農業集落排水 千円
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4.5 下水道施設の将来見通し 

本市の今後の下水道施設の見通しについて、公共下水道及び特定環境保全公共下水道は、早

期汚水処理概成に向けて事業を進めつつ、新耐震基準に適していない施設の地震対策を踏まえ

た改築更新事業に取り組む必要があります。 

農業集落排水は、既に整備が完了しているため、「最適整備構想」及び「機能強化計画」に基

づく施設の改築・更新に要する建設事業費が必要となります。 

浄化センター及び汚水処理施設の状況は、下表のとおりであり、公共下水道の処理時間（水

理学的滞留時間）は24時間以上、特定環境保全公共下水道は16時間～24時間で、ほぼ１日程度

で流入汚水量を処理していることになります。 

これを踏まえて、令和2年度の処理水量と既存の施設容量を比較すると、晴天時日最大処理水

量が川田浄化センターで施設容量を超過しているため、必要な施設の増築を行う予定です。 

出典：「吉野川市汚水処理施設整備構想」（令和4年3月）P-40 

4.6 内部経営環境の見通し 

本市の下水道事業の組織は、現在の人員構成が事業を運営していくうえでの最低ラインと考

えています。今後、老朽化が進む施設や耐震性の向上等に伴う更新など、事務量は増加するこ

とが予測されますが、効率的に事務事業を実施し、さらなる事業運営の効率化に努めます。 

また、適正な年齢構成や能力を確保することについては、技術継承が可能な人員配置に努め

るとともに、下水道業務に携わる職員ひとりひとりの職務能力の向上と、それに伴う円滑な業

務の執行を促進します。さらに、職員の知識や技術力の向上に資する機会の充実を図り、業務

の見える化や共有など、適宜必要な業務改善を行いながら、組織力の強化を図ります。 

計画 既存 計画 既存 雨天時 晴天時

公共下水道
鴨島中央浄化
センター

オキシデーション
ディッチ法

７
７

6
12,250
12,250

9,600
6,382
12,486

6,222
9,001

濃縮→脱水
→場外搬出

昭和52年3月～
平成35(令和5)年3月

川田浄化
センター

長時間エアレー
ション法

3
2

1
2,070
1,380

718
622
1,055

618
937

脱水→場外
搬出

平成11年2月～
平成35(令和5)年3月

川島浄化
センター

長時間エアレー
ション法

4
2

1
3,800
1,900

718
323
665

321
605

脱水→場外
搬出

平成13年3月～
平成35(令和5)年3月

川田北汚水
処理場

連続流入間欠
ばっ気

事業終了 2 事業終了 256.68
165
244

164
207

濃縮→脱水
→場外搬出

平成6年4月～
平成15年3月

山崎南浄化汚
水処理場

流量調整嫌気性
ろ床接触ばっ気

事業終了
3
2

事業終了 539
226
383

207
286

濃縮
平成5年4月～
平成9年3月

神後汚水
処理場

連続流入間欠
ばっ気

事業終了
2
1

事業終了 407
243
320

241
308

濃縮→脱水
→コンポスト

平成8年4月～
平成18年3月

・系列数（池数）と施設容量の上段：全体計画、下段：事業計画。

・山崎南浄化処理場の系列数（池数）の上段：嫌気性ろ床槽、下段：接触ばっ気槽。

・神後浄化処理場の系列数（池数）の上段：ばっ気槽、下段：後ばっ気槽。

・Ｒ2年度流入水量の上段：日平均、下段：日最大。

・山崎南浄化処理場の施設容量は、地方公営企業年鑑(Ｒ2版)の処理能力1,203ｍ3/日から川田北と神後の施設容量を差し引いた値である。

汚泥処理・
処分方式

事業期間

特定環境保全
公共下水道

農業集落
排水施設

表4-9 既存汚水処理施設の状況

汚水処理
事業名

処理施設名 水処理方式
系列数（池数） 施設容量（ｍ３） Ｒ2年度処理水量（ｍ3/日）
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第 5 章 下水道事業の課題整理 

5.1 現状分析の結果 

前章までの内容を踏まえた本市下水道事業の現状分析結果を下記に示します。 

【現状分析結果】 

① 経営については、経常収支比率は3事業とも100%を上回っており、指標としては好調な状況

を示しています。管渠老朽化率は法定耐用年数を超過している管渠がないため、減価償却の

終了した資産が少なく、経常収支比率の分母となる経常費用に減価償却費も概ね適正に見込

まれています。 

② しかし、経常収支比率の分子となる経常収益には、一般会計からの多額の繰入金が含まれて

いることから、独立採算を原則とした企業経営の観点から望ましい状況ではありません。 

③ また、流動比率が低く、企業債現在高対事業規模比率が類似団体比較で大幅に高いことから、

使用料収入に比べ企業債残高や企業債元金償還金が多いことなどを原因とする資金不足が

懸念されます。 

④ 施設管理については、有形固定資産減価償却率は類似団体の平均値より高い水準となってい

ますが、これは地方公営企業法の適用に伴い減価償却費が開始年度からとなっている自治体

が多数あることから、類似団体平均値は実体とは乖離しています。一方、管渠老朽化率につ

いては、数値上は健全な管渠が多い状況にあると言えることから、管渠以外の施設（処理場

等）は、老朽化が進んでおり、更新需要の増加が見込まれます。 
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5.2 下水道事業運営における課題 

前頁の「現状分析の結果」に基づく、下水道事業運営における課題を「モノ・カネ・ヒト」

に区分し、下記に示します。 

【下水道事業運営における課題】 

（1）モノ 

  ① 今後増加する更新需要に対応するためには、計画的な事業実施と定期的な計画の見直し

を行う必要があります。 

（2）カネ 

  ① 処理人口に対する企業債残高が高い状況であることから、「企業債残高を抑制」するた

めには、企業債発行の適正化や採算性を重視した事業実施による財政運営を行う必要が

あります。 

② 公営企業経営の基本原則は、「企業性〔経済性〕の発揮と公共の福祉の増進」であり、

その経営に要する経費は経営に伴う収入（主に下水道使用料）をもって充てる独立採算

が原則となり、その企業経営を行うためには、適切な下水道使用料の設定や一般会計繰

入金の適正化を行い、経済性と公共性のバランスを図る必要があります。 

（3）ヒト 

  ① 未普及対策の建設事業が完了する令和8年度以降は、整備拡大から事業の管理及び施設

の更新を主とする『組織体制』を検討していく必要があります。 

本市下水道事業における課題を 3 本の柱（モノ・カネ・ヒト）に整理し、今回策定する「吉

野川市下水道事業経営戦略」策定期間における取組方針を表 5.1 に示します。 

表 5.1 下水道事業の課題及び取組方針 

柱 課 題 取組方針 

モノ 計画的な事業実施と定期的な計画の見直し 
① 事業実施計画の優先順位より、計画策定

及び定期的な計画の見直し 

カネ 企業債発行・使用料収入・繰入金の適正化 

① 採算性を重視した事業の実施 

② 適正な下水道使用料の検討 

③ 繰入金の適正化の検討 

ヒト 組織体制の見直し ① 定員適正化の検討 

本経営戦略策定期間においては、表 5.1 の取組方針に基づき、持続可能な安定経営に努め、

さらなる経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を図ります。 
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第 6 章 経営理念及び基本方針 

6.1 経営理念 

本市の下水道事業は、2019 年度（平成 31 年 4 月 1 日）より地方公営企業法を適用したこと

より、公営企業会計導入により経営状況及び財政状況の明確化を図り、経営健全化に取り組ん

でいます。 

効率的な事業を展開するためには、経営の見通しを踏まえた事業手法・内容の検討、収益改

善・効率化対策等に取り組む必要があります。 

本市下水道事業における今後の事業運営上の課題は、次のとおりです。 

○ 計画的な経営 

将来にわたり安定した下水道事業を継続していくこと 

○ 計画的な下水道整備及び接続率の向上 

未普及地区の下水道整備区域については、整備手法、優先順位、整備速度などを総合的

に検討しつつ、整備の終わった区域については、接続率を向上していくこと 

○ 計画的かつ効率的な施設管理 

下水道施設全体を一体的に捉えた「吉野川市ストックマネジメント計画」に基づき、適

切な施設管理（アセットマネジメント）を推進していくこと 

この「吉野川市下水道事業経営戦略」は、吉野川市総合計画（後期）に掲げる「7-4 下水道

の整備」の【基本的考え方】を実現するための下記方針を『経営理念』とし、持続可能な下水

道事業の実現に向けた中長期的な経営計画として経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に

取り組みます。 

● 方針 

吉野川市下水道事業は、良好な水環境を保全し、快適な生活環境を保つために、経営基盤

の強化と財政マネジメントの向上等をより的確に行い、計画的かつ効率的に下水道施設を整

備・管理することで、安定した下水道事業の経営を行います。 
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6.2 基本方針 

前頁の経営理念を踏まえ、以下の 2 つの取り組みを経営の基本方針として、事業を運営して

まいります。 

【経営の基本方針】 

① 下水道経営の健全化 

 適正な下水道使用料収入を確保するため、接続推進と水洗化率の向上に取り組みます。 

 企業会計へ移行することにより、経営状況の明確化を図り、下水道使用料の定期的な

見直しを検討します。 

 ② 計画的かつ効率的な下水道整備と施設の管理 

 地域特性、人口減少等の社会情勢の変化を考慮し、効率的かつ適正な処理区域の設定

及び整備・運営管理手法の選定を行い、事業を計画的に推進します。 

持続可能な下水道事業の実施を図るため、市全体の下水道施設の状態を点検・調査等

によって客観的に把握し、施設の状態を予測しながら維持管理、改築・修繕を一体的

に捉えて、下水道施設の計画的かつ効率的な管理を行います。 

将来にわたり、住民サービスの低下につながらないよう、民間活用や広域化（施設の

統廃合等）の推進を検討します。 
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第 7 章 指標及び目標設定 

7.1 指標の設定 

下水道経営の健全化において具体的に取り組む『指標』については、本市「第４次行財政改

革実施計画」（令和 5年 3月改定）で掲げる 3つの指標及び過年度の目標ならびに取組内容を下

記に示します。 

【指標】 

① 下水道使用料の収納率の向上 

 表 7.1 過年度の計画及び目標 

推進年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

現年度分 90.5% 90.6% 90.7% 90.7% 

過年度分 86.2% 86.3% 86.3% 86.3% 

出典：「第４次行財政改革実施計画」（令和 5年 3月改定）P-3    

② 下水道ストックマネジメントの推進 

 表 7.2 過年度の計画及び目標 

推進年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

年度別目標 継続実施 継続実施 見直し 継続実施 

取組内容 

ストックマネ
ジメント計画
を基に修繕・改
築を実施。 

ストックマネ
ジメント計画
を基に修繕・改
築を実施。 

令和５年度～
令和９年度へ
向けてストッ
クマネジメン
ト計画を見直
す。 

ストックマネ
ジメント計画
を基に修繕・改
築を実施。 

出典：「第４次行財政改革実施計画」（令和 5年 3月改定）P-25    

③ 経費回収率の向上（下水道事業の健全経営） 

表 7.3 過年度の計画及び目標 

推進年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

年度別目標 検討 実施 検討 検討 

取組内容 
料金体系の見
直しを検討。 

浄化槽汚泥等
投入事業を実
施。 

浄化槽汚泥等
投入事業の効
果を検証。 

令和６年度か
らの使用料改
定に向けた手
続きを行う。 

出典：「第４次行財政改革実施計画」（令和 5年 3月改定）P-12    
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7.2 目標の設定 

本経営戦略策定期間における数値目標を表 7.4 に示します。 

表 7.4 目標の設定 

項 目 目標値 概 要 

① 下水道使用料の収納率の向上（％） 現年度分 

90.8%以上 

過年度分 

86.3%以上 

・計画期間内に、現年度及び過年度の収

納率向上を目指す。 

② 下水道ストックマネジメントの推進 令和 9～10

年度 
・鴨島中央処理区及び川田処理区につい

て、ストックマネジメント計画を見直す。 

③ 経費回収率の向上 70％以上 ・令和 7年度に使用料体系の改定を行う。 

・計画期間内に、公共下水道の経費回収

率の向上（特環・農集は達成済）を図り、

一般会計からの基準外繰入を削減し、経

営健全化に取り組む。 

7.3 進捗管理 

本経営戦略で設定した目標値は、PDCA サイクル（P：計画、D：実行、C：評価、A：改善）を

活用し、「行財政改革実施計画」の実施状況の進捗管理を毎年度行うとともに、定期的（3～5

年ごと）に見直しを行います。また、進捗管理、見直し事項については、ホームページ等で公

表し、市民の皆様への情報提供に努めます。 
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第 8 章 施策の整理と事業スケジュールの策定 

本市の下水道事業の施策について、公共下水道は、概成を迎える令和8年度までは「未普及対

策」の建設事業費と、「ストックマネジメント（改築）」及び「地震対策事業」の建設事業費が

必要となります。一方、農業集落排水は、既に整備が完了しているため、「最適整備構想」及び

「機能強化計画」に基づく施設の改築・更新に要する建設事業費が必要となります。 

3事業の建設事業費及びスケジュールを、図8.1に示します。 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

図 8.1 建設事業費（税込）及びスケジュール

公共下水道 (未普及対策) 千円 公共下水道 (改築・更新) 千円

特定環境保全公共下水道 (未普及対策) 千円 特定環境保全公共下水道 (改築・更新) 千円

農業集落排水 (最適整備構想) 千円 農業集落排水 (機能強化) 千円

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

(未普及対策) 千円 137,300 137,400 137,400 0 0 0 0 0 0 0

(改築・更新) 千円 537,100 553,800 194,100 236,800 363,400 383,200 307,800 300,500 278,700 325,400

計 千円 674,400 691,200 331,500 236,800 363,400 383,200 307,800 300,500 278,700 325,400

(未普及対策) 千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(改築・更新) 千円 166,549 166,550 50,000 90,650 90,650 50,000 230,900 230,900 50,000 50,000

計 千円 166,549 166,550 50,000 90,650 90,650 50,000 230,900 230,900 50,000 50,000

(最適整備構想) 千円 11,076 18,564 20,556 20,923 20,810 20,552 57,206 289,966 8,991 20,539

(機能強化) 千円 24,400 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0

計 千円 35,476 29,964 20,556 20,923 20,810 20,552 57,206 289,966 8,991 20,539

単位事　業 内　訳

公共下水道

特定環境保全公共下水道

農業集落排水
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第 9 章 財政見通し 

9.1 投資・財政計画の考え方 

投資・財政計画は、本戦略の計画期間である令和 6 年度（2024）～令和 15 年度（2033）の

10 年間における投資試算とその財源試算を行い、財政見通しを策定しました。 

9.2 支出（投資）の見通し 

本市公共下水道及び特定環境保全公共下水道は、「整備構想」に基づき、早期概成目標年次で

ある令和 8 年度まで未整備地域への投資を行うとともに並行して、地震対策やストックマネジ

メントに基づく改築・更新を進めていきます。また、事業が終了している農業集落排水は、最

適整備構想及び機能強化計画に基づき、施設等の改築・更新を行います。今後 10 年間の投資の

内訳は、第 8章（図 8.1）に示すとおりです。  

（1）建設改良費 

 建設改良費は、以下の内容に基づき、令和 6年度（2024）～令和 15 年度（2033）の事業費

及び財源（見込）を計上しています。 

① 下水道整備（未普及対策）事業 

未整備地域の投資となる下水道整備事業は、「整備構想」に基づき汚水施設の最適化を図

り、事業計画区域の見直しを実施しました。なお、投資額は投資時期に偏在が生じないよ

うに、事業費を平準化しています。 

② 改築更新事業 

改築更新事業は、表 9.1 の施策を反映して事業費を計上しています。 

表 9.1 各種施策 

事 業 策定年度 施 策 

公共下水道 

令和元年度 喜来ポンプ場ストックマネジメント計画 

令和 4年度 総合地震対策事業 

令和 4年度 中央処理区ストックマネジメント計画 

特定環境保全公共下水道 令和 5年度 川田処理区ストックマネジメント計画 

農業集落排水 

令和 2年度 最適整備構想 

右記 
機能強化計画【神後（令和 2 年度）,川田北（令

和元年度）,山崎南（平成 30 年度）】 

（2）企業債償還金 

令和 6 年度以降の新規企業債償還金は、表 9.2 の借入条件としています。また、過年度企

業債の償還金は、現在の年次償還計画によるものとしています。 

表 9.2 企業債借入条件 

区 分 年利率 償還年数 据置年数 

事業債 1.3％ 30 年 5 年 

資本費平準化債 1.0％ 20 年 2 年 
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（3）維持管理費 

① 職員給与 

職員給与費は、将来において施設規模が大きく変わるような変化はないため、令和 6 年度

当初予算の水準とし、伸び率は見込まないこととしています。 

② 維持管理費(職員給与費以外) 

維持管理費（職員給与費以外)についても施設規模の大幅な変動はありませんが、令和 6

年度当初予算の費用を基に、表 9.3 に示す物価上昇の要因を鑑みて薬品費以外は、物価上昇

率 2.0％を見込んでいます。 

表 9.3 物価上昇の要因 

項 目 要 因 

動力費 電気料金の高騰に伴う増加を見込む 

薬品費 処理水量の大幅な増減が見込まれないため、増加は見込まない 

修繕費 物価上昇及び労務単価の上昇に伴う増加を見込む 

委託料 同上 

（4）その他 

下水道建設事業費は、改築更新等の投資は増加しますが、建設改良費の職員給与費は、令

和 6年度当初予算の水準とし、伸び率は見込まないこととしています。 
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9.3 収入（財源）の見通し及び検討

計画期間における投資試算を踏まえたうえで、必要な収入（財源）の見通し及び検討を行い

ます。各財源の積算根拠は次のとおりとしています。 

（1）国庫補助金 

国庫補助金は、現行の各施策に係る事業費について、充当可能額を満額（50%）計上してい

ます。補助対象事業は、令和 9 年度以降、改築事業への国庫補助対象の要件見直しとなる可

能性がありますが、本経営戦略においては、現在の補助制度が継続するものとして算出して

います。 

（2）下水道使用料収入 

下水道使用料収入は、「第 4 章 4.4 使用料収入の見通し」で推計した今後の有収水量を基

に、下水道使用料を算出しています。 

なお、公共下水道については、現行の「使用料改定なし」と次頁の「9.4 下水道使用料改

定必要性の検討」の「（3）使用料改定の必要性」に基づく、表 9.5（改定予定）の「使用料

改定あり」の 2パターンを設定しています。 

※ 表 9.4 は「吉野川市下水道条例」別表(第 25 条関係)及び「吉野川市農業集落排水施設条例」別表(第 19 条

関係)を引用しています 

（3）企業債発行可能額 

下水道事業債の発行額は、毎年度の企業債償還金を上限として、国庫補助金を充当した残

りの不足額を起債で賄います。また、資本費平準化債の発行額については、発行可能額の抑

制に努めながら必要最低額としています。 

 表9.4　下水道使用料体系（改定前） （税込）

公共 特環 農集

一般汚水 基本料金 10ｍ3まで 880 1,100 1,100

超過料金 10ｍ3を超える1ｍ3につき 110 165 165

1,980 2,750 2,750

 表9.5　下水道使用料体系（改定予定） （税込）

公共 特環 農集

一般汚水 基本料金 10ｍ3まで 1,100 1,100 1,100

超過料金 10ｍ3を超える1ｍ3につき 165 165 165

2,750 2,750 2,750一般汚水（20ｍ3/月）

使用区分 料金区分 汚水の量
事業区分

公共の下水道使用料体系を他2事業と同等とする

使用区分 料金区分 汚水の量
事業区分

一般汚水（20ｍ3/月）
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（4）一般会計繰入金 

一般会計からの繰入金は、下記に示す算定方法に基づいています。 

① 基準内繰入金 

 総務省繰出基準に該当する経費については、3 事業別に令和元年度から令和 4 年度の決算

値を基に推計し、計上しています。 

② 基準外繰入金 

 収益勘定の基準外繰入金は、当年度の純利益が赤字とならないように必要額を計上してい

ます。資本勘定については、収支不足額に対し、過度な経営補助とならないよう適切な額を

計上しています。 

③ 雨水処理負担金 

 雨水処理に係る負担金（公費負担）は、表 9.6 及び表 9.7 に示すとおり、雨水分の維持管

理費（税込）に資本費（減価償却費－長期前受金＋支払利息）を加えて算出しています。 

表 9.6 雨水処理負担金（公共下水道） 

表 9.7 雨水処理負担金（特定環境保全公共下水道） 

（5）その他 

 公共下水道において令和 3 年度より実施している浄化槽汚泥等投入事業の負担金は、令和

6 年度は予算額とし、令和 7 年度以降は、第 2 章【公共下水道事業における浄化槽汚泥等投

入事業の効果】表 2.6 のとおり、令和 3年度から令和 5年度実績の平均値（36,900 千円/年）

を計上しています。 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

維持管理費 雨水施設管理費（税込） 千円 3,893 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

資本費 減価償却費（▲長前） 千円 11,147 11,181 11,103 11,103 11,103 11,103 11,103 11,103 11,069 10,917 10,803 10,633

利息 千円 443 277 150 62 13 0 0 0 0 0 0 0

千円 15,483 15,458 15,253 15,165 15,116 15,103 15,103 15,103 15,069 14,917 14,803 14,633

項　目 内　訳 単位

計

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

維持管理費 雨水施設管理費（税込） 千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本費 減価償却費（▲長前） 千円 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922

利息 千円 693 629 564 497 428 359 288 215 146 97 56 24

千円 1,615 1,551 1,486 1,419 1,350 1,281 1,210 1,137 1,068 1,019 978 946計

項　目 内　訳 単位
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9.4 下水道使用料改定必要性の検討

本市の下水道使用料については、次の理由から改定の必要性について、検討しています。 

・「下水道事業の経営戦略ならびに料金の検討について」（令和元年 9 月 18 日付け吉下第 80

号）の答申より、令和 5年度は見直し時期に当たるため 

（1）下水道使用料単価 

3 事業の下水道使用料単価（一般家庭汚水）について、本市と類似する団体との比較を図

9.1 に示しますが、3事業すべて類似団体の平均を下回っています。 

  国（総務省）が示す経営努力値（公営企業の経営に当たっての留意事項について）は、150

円/ であり、この指標から比べても本市の下水道使用料単価は安価であり、公共下水道につ

いては、浄化槽汚泥等投入事業の負担金を加味した単価（103.4 円/ ）と比較しても、150

円/ の 7割弱という状況です。 

図 9.1 下水道使用料単価の比較（令和 3年度） 

公共下水道については、徳島県内の公共下水道における下水道使用料（20  /月・円）と

の比較を行っています。図 9.2 に示すとおり、本市は 8 市町の中で最も安価であり、県内の

平均値（平均値 2,866 円に対して本市は 1,980 円）を大きく下回っている状況です。

図 9.2 公共下水道使用料の比較（平成 29 年度・令和 3年度） 
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第９章 財政見通し

（2）経費回収率 

経費回収率とは、下水道使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているかを表した率です

が、図-9.3 に示すとおり、本市の実情は、全ての汚水処理費を下水道使用料で賄えていない

状況であり、一般会計からの基準外繰入金に依存した経営となっています。3 事業の中で、

公共下水道については、類似団体の平均値を下回っています。

図 9.3 経費回収率の比較（令和 3年度） 

（3）使用料改定の必要性 

本市の公共下水道については、下記の理由から、下水道使用料の改定を行う必要があると

判断しました。 

・本市の下水道使用料は、第 2章の表 2.3～2.5 のとおり、3事業で使用料水準が異なり、公

共下水道についてのみ安価であるという状況であること。 

・本市下水道事業の将来の事業環境は、収益面では人口減少等により使用料収入は減少する

という厳しい見通しであること。 

・下水道事業における汚水処理費は、使用者からの下水道使用料収入を財源とすることが原

則ですが、本市では汚水処理費を下水道使用料で賄えていない状況にあること。 

・公共下水道は、浄化槽汚泥等投入事業の効果を見込んでいますが、それでも不足額は最も

大きく、下水道使用料の適正化に向け、まずは下水道使用者の経済的負担の公平性から、

料金格差を解消する必要があること。 

吉野川市上下水道事業経営審議会（6 吉下第 113 号）の答申における公共下水道使用料改

定の引き上げ率は、下記のとおりです。 

・一般家庭汚水の使用料単価は税抜 125.0 円/ 

・特定排水（公衆浴場等汚水）の超過料金単価は税込 23.0 円/ 

・改定率 約 39％引き上げ（一般家庭汚水の現行使用料単価 90.0 円/ との比較） 

 以上のことから、本経営戦略の投資財政計画は、現行の使用料（改定なし）と公共下水道

使用料を改定する 2案について計画を策定します。 
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9.5 下水道収支シミュレーション

投資試算と財源試算に基づき、投資・財政計画を策定しました。計画策定にあっては、「全事

業」と「公共下水道事業」、「特定環境保全公共下水道事業」及び「農業集落排水事業」のそれ

ぞれ事業毎を作成しています。 

（1）算定方法 

 ① 当年度純利益

 一般会計からの基準外繰入（他会計補助金）が必要となるため、大きな利益を計画に計上

することはできないこととなり、当年度純利益が「０」となるように他会計補助金を計上し

ています。 

② 資本費平準化債

資本費平準化債発行可能額算定に当たり、過度な元金償還金の繰り延べについては、見込

んでいません。したがって資金繰りについては、厳しい傾向となる算定を行っています。 

（2）所見 

① 資金残高の推移

 資金残高は、令和 6 年度以降から令和 11 年度まで減少しますが、令和 12 年度以降は増加

する見通しとなります。今後の下水道使用料の適正化の検討に当たっては、内部留保資金の

適正な水準のあり方についてもあわせて検討が必要となります。 

② 経営の健全性

 計画期間中における企業債元金償還金は、減少しつづけるため、経営の健全性を表す指標

である「流動比率」は、改善する見通しとなります。また、収益勘定については、当年度純

利益を「０」に設定していることから、「経常収支比率」は現状を維持できる見通しですが、

基準外からの繰入金に依存している点については、基準外繰入金を抑制するための取組が必

要となります。 

③ 使用料改定の効果

 上記、「基準外繰入金」について、下水道使用料改定「あり」と「なし」で比較しますと、

次のとおりとなります。 

 イ）下水道使用料改定「なし」の場合、収益勘定の令和 15 年度の基準外繰入金は、令和 6

年度と同等程度の繰入金が必要となり、低減は図れません。 

 ロ）下水道使用料改定「あり」の場合、収益勘定の令和 15 年度の基準外繰入金は、令和 6

年度の基準外繰入金を下回る結果となり、使用料改定に伴う収益向上の効果が見込ま

れます。 

④ 資本勘定の基準外繰入金

資本勘定の基準外繰入金については、上記（1）の②より、資本費平準化債の発行可能額の

経過状況より、基準外繰入金減少の見通しを注視していく必要があります。 
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投資・財政計画 

全事業 
公共下水道 
特定環境保全公共下水道 
農業集落排水事業 

43



全事業（収益的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分 決 算

１． (A) 296,621 306,945 302,729 303,767 303,217 302,692 301,886 301,371 301,084 301,045 300,902

(1) 245,743 246,245 247,058 248,366 247,971 247,564 246,840 246,396 246,182 246,246 246,304

(2) (B) 1,403 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062

(3) 49,475 58,638 53,609 53,339 53,184 53,066 52,984 52,913 52,840 52,737 52,536

13,761 17,098 17,009 16,739 16,584 16,466 16,384 16,313 16,240 16,137 15,936

35,714 41,540 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

２． 807,224 841,093 799,429 820,653 774,780 771,323 770,899 781,471 802,480 833,868 839,910

(1) 415,849 463,601 429,159 438,662 416,307 414,497 415,017 419,984 430,602 447,079 449,757

415,488 462,779 429,159 438,662 416,307 414,497 415,017 419,984 430,602 447,079 449,757

361 822

(2) 390,831 377,387 370,165 381,886 358,368 356,721 355,777 361,382 371,773 386,684 390,048

(3) 544 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

(C) 1,103,845 1,148,038 1,102,158 1,124,420 1,077,997 1,074,015 1,072,785 1,082,842 1,103,564 1,134,913 1,140,812

１． 969,520 1,032,556 1,006,712 1,032,302 991,588 992,855 995,957 1,009,806 1,033,097 1,065,737 1,075,456

(1) 36,139 42,685 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433

36,139 42,685 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433

(2) 220,010 295,675 279,054 280,863 282,708 284,591 286,512 288,470 290,469 292,506 294,584

220,010 295,675 279,054 280,863 282,708 284,591 286,512 288,470 290,469 292,506 294,584

(3) 713,371 694,196 685,225 709,006 666,447 665,831 667,012 678,903 700,195 730,798 738,439

２． 113,883 104,341 95,446 92,118 86,409 81,160 76,828 73,036 70,467 69,176 65,356

(1) 113,661 104,311 95,416 92,088 86,379 81,130 76,798 73,006 70,437 69,146 65,326

(2) 222 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

(D) 1,083,403 1,136,897 1,102,158 1,124,420 1,077,997 1,074,015 1,072,785 1,082,842 1,103,564 1,134,913 1,140,812

(E) 20,442 11,141

(F) 58 3

(G) 138 634

(H) △ 80 △ 631

20,362 10,510

(I) 555,966 673,750 636,661 600,917 580,122 546,786 554,422 589,778 638,751 706,832 799,299

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

営 業 収 益

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他 補 助 金

材 料 費

そ の 他

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

減 価 償 却 費

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

収

入

動 力 費

修 繕 費

4
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全事業（資本的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 368,100 636,600 576,900 327,800 330,600 370,300 360,600 418,200 509,900 278,500 298,100

245,400 225,700 177,600 147,000 174,000 156,800 156,500 150,100 140,400 126,600 120,000

２． 172,085 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 162,000 162,000

３． 70,966 23,721 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156

４．

５．

６． 118,142 163,225 443,700 200,900 174,100 237,400 226,800 297,900 410,500 168,700 197,900

７．

８． 16,420 9,445 6,800 6,800

９．

(A) 745,713 1,004,991 1,251,556 759,656 728,856 831,856 811,556 940,256 1,144,556 661,356 710,156

(B)

(C) 745,713 1,004,991 1,251,556 759,656 728,856 831,856 811,556 940,256 1,144,556 661,356 710,156

１． 325,787 481,765 916,817 431,159 377,476 503,963 482,855 625,009 850,469 366,794 425,042

27,753 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103

２． 777,257 750,749 719,808 702,202 689,269 685,097 646,100 617,672 604,054 585,377 558,462

３． 6,246 6,247 6,248 6,249 6,251 6,252 6,253 6,254

４．

５．

(D) 1,103,044 1,238,760 1,642,872 1,139,609 1,072,994 1,195,311 1,135,207 1,248,934 1,460,777 952,171 983,504

(E) 357,331 233,769 391,316 379,953 344,138 363,455 323,651 308,678 316,221 290,815 273,348

１． 327,230 316,809 315,060 327,120 308,079 309,110 311,235 317,521 328,422 344,114 348,391

２． 10,510

３． 15,620

４． 14,481 24,234 39,167 17,089 15,264 21,009 20,052 26,513 36,772 14,782 17,424

(F) 357,331 351,553 354,227 344,209 323,343 330,119 331,287 344,034 365,194 358,896 365,815

△ 117,784 37,089 35,744 20,795 33,336 △ 7,636 △ 35,356 △ 48,973 △ 68,081 △ 92,467

(G)

(H) 8,695,282 8,581,133 8,438,225 8,063,823 7,705,152 7,390,355 7,104,855 6,905,384 6,811,229 6,504,352 6,243,992

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

429,249 479,877 446,168 455,401 432,891 430,963 431,401 436,297 446,842 463,216 465,693

260,095 287,370 261,437 267,035 244,990 242,012 240,688 243,541 252,123 266,709 267,469

169,154 192,507 184,731 188,366 187,901 188,951 190,713 192,756 194,719 196,507 198,224

243,051 195,721 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 214,156 214,156

24,893 13,320 11,884 10,750 9,817 9,185 8,655 8,226 7,836 6,538 5,775

218,158 182,401 212,272 213,406 214,339 214,971 215,501 215,930 216,320 207,618 208,381

672,300 675,598 670,324 679,557 657,047 655,119 655,557 660,453 670,998 677,372 679,849

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）

4
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公共下水道事業（収益的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分 決 算

１． (A) 228,248 237,890 233,330 233,896 233,507 233,145 232,609 232,257 232,100 232,079 231,953

(1) 179,048 178,805 179,210 179,981 179,680 179,367 178,844 178,492 178,335 178,348 178,374

(2) (B) 1,403 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062

(3) 47,797 57,023 52,058 51,853 51,765 51,716 51,703 51,703 51,703 51,669 51,517

12,083 15,483 15,458 15,253 15,165 15,116 15,103 15,103 15,103 15,069 14,917

35,714 41,540 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

２． 408,949 446,037 435,240 458,017 448,399 452,007 463,812 477,729 488,880 497,748 505,499

(1) 190,626 226,704 214,205 225,436 220,880 222,526 228,737 236,206 242,207 247,098 251,541

190,601 226,112 214,205 225,436 220,880 222,526 228,737 236,206 242,207 247,098 251,541

25 592

(2) 218,035 219,248 220,950 232,496 227,434 229,396 234,990 241,438 246,588 250,565 253,873

(3) 288 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

(C) 637,197 683,927 668,570 691,913 681,906 685,152 696,421 709,986 720,980 729,827 737,452

１． 571,101 629,005 620,130 644,368 636,993 642,898 655,954 670,720 683,106 693,460 702,665

(1) 21,851 25,496 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351

21,851 25,496 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351

(2) 143,098 193,919 179,492 180,593 181,716 182,861 184,031 185,224 186,440 187,680 188,945

143,098 193,919 179,492 180,593 181,716 182,861 184,031 185,224 186,440 187,680 188,945

(3) 406,152 409,590 415,287 438,424 429,926 434,686 446,572 460,145 471,315 480,429 488,369

２． 59,293 53,234 48,440 47,545 44,913 42,254 40,467 39,266 37,874 36,367 34,787

(1) 59,101 53,224 48,430 47,535 44,903 42,244 40,457 39,256 37,864 36,357 34,777

(2) 192 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(D) 630,394 682,239 668,570 691,913 681,906 685,152 696,421 709,986 720,980 729,827 737,452

(E) 6,803 1,688

(F) 58 1

(G) 53 454

(H) 5 △ 453

6,808 1,235

(I) 250,742 362,502 335,869 310,147 298,136 273,786 288,336 329,519 383,447 451,273 533,159

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

営 業 収 益

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他 補 助 金

材 料 費

そ の 他

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

減 価 償 却 費

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

収

入

動 力 費

修 繕 費

4
6



公共下水道事業（資本的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 237,100 409,900 360,700 167,800 131,800 163,500 172,400 138,500 135,200 125,400 146,400

136,500 106,500 49,700 18,700 25,300

２． 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

３． 44,640 11,565 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

４．

５．

６． 85,639 105,975 345,600 165,700 118,400 181,700 191,600 153,900 150,200 139,300 162,700

７．

８． 13,270 7,145 6,500 6,500

９．

(A) 500,649 654,585 872,800 500,000 410,200 505,200 524,000 452,400 445,400 424,700 469,100

(B)

(C) 500,649 654,585 872,800 500,000 410,200 505,200 524,000 452,400 445,400 424,700 469,100

１． 238,762 293,019 705,734 346,034 251,334 377,934 397,734 322,334 315,034 293,234 339,934

13,440 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534

２． 482,338 449,620 412,616 393,849 377,883 367,173 334,464 315,328 308,574 306,176 296,567

３． 6,246 6,247 6,248 6,249 6,251 6,252 6,253 6,254

４．

５．

(D) 721,100 748,885 1,124,597 746,131 635,466 751,358 738,450 643,915 629,862 599,410 636,501

(E) 220,451 94,300 251,797 246,131 225,266 246,158 214,450 191,515 184,462 174,710 167,401

１． 193,509 190,342 194,337 205,928 202,492 205,290 211,582 218,707 224,727 229,864 234,496

２． 1,235

３． 15,620

４． 11,322 14,483 30,827 14,481 10,763 16,518 17,418 13,991 13,663 12,672 14,791

(F) 220,451 206,060 225,164 220,409 213,255 221,808 229,000 232,698 238,390 242,536 249,287

△ 111,760 26,633 25,722 12,011 24,350 △ 14,550 △ 41,183 △ 53,928 △ 67,826 △ 81,886

(G)

(H) 5,018,005 4,978,286 4,926,370 4,700,321 4,454,237 4,250,564 4,088,500 3,911,673 3,738,299 3,557,523 3,407,356

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

202,684 241,595 229,663 240,689 236,045 237,642 243,840 251,309 257,310 262,167 266,458

71,997 109,523 93,405 101,024 97,504 98,913 104,288 110,593 115,575 119,494 122,866

130,687 132,072 136,258 139,665 138,541 138,729 139,552 140,716 141,735 142,673 143,592

164,640 131,565 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

12,890 7,400 5,900 4,700 3,700 3,000 2,400 1,900 1,500 1,200 1,000

151,750 124,165 154,100 155,300 156,300 157,000 157,600 158,100 158,500 158,800 159,000

367,324 373,160 389,663 400,689 396,045 397,642 403,840 411,309 417,310 422,167 426,458

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）

4
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特定環境保全公共下水道事業（収益的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分 決 算

１． (A) 41,891 42,415 42,776 43,248 43,070 42,890 42,654 42,491 42,344 42,275 42,207

(1) 40,213 40,800 41,225 41,762 41,651 41,540 41,373 41,281 41,207 41,207 41,188

(2) (B)

(3) 1,678 1,615 1,551 1,486 1,419 1,350 1,281 1,210 1,137 1,068 1,019

1,678 1,615 1,551 1,486 1,419 1,350 1,281 1,210 1,137 1,068 1,019

２． 269,450 272,237 255,373 256,878 220,839 217,885 207,088 202,941 210,859 219,741 218,259

(1) 155,911 163,924 150,973 150,740 133,210 131,016 125,572 122,650 126,197 130,142 128,524

155,873 163,794 150,973 150,740 133,210 131,016 125,572 122,650 126,197 130,142 128,524

38 130

(2) 113,481 108,309 104,396 106,134 87,625 86,865 81,512 80,287 84,658 89,595 89,731

(3) 58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(C) 311,341 314,652 298,149 300,126 263,909 260,775 249,742 245,432 253,203 262,016 260,466

１． 261,235 268,600 260,489 263,977 229,970 228,659 219,462 217,125 225,760 235,452 235,708

(1) 8,522 9,907 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

8,522 9,907 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

(2) 41,922 56,721 56,071 56,418 56,772 57,134 57,502 57,877 58,261 58,652 59,050

41,922 56,721 56,071 56,418 56,772 57,134 57,502 57,877 58,261 58,652 59,050

(3) 210,791 201,972 194,618 197,759 163,398 161,725 152,160 149,448 157,699 167,000 166,858

２． 43,038 40,809 37,660 36,149 33,939 32,116 30,280 28,307 27,443 26,564 24,758

(1) 43,024 40,799 37,650 36,139 33,929 32,106 30,270 28,297 27,433 26,554 24,748

(2) 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(D) 304,273 309,409 298,149 300,126 263,909 260,775 249,742 245,432 253,203 262,016 260,466

(E) 7,068 5,243

(F) 1

(G) 76 90

(H) △ 76 △ 89

6,992 5,154

(I) 165,215 170,304 167,018 164,304 160,879 157,385 154,055 149,814 145,450 142,852 149,464

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

営 業 収 益

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他 補 助 金

材 料 費

そ の 他

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

減 価 償 却 費

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

収

入

動 力 費

修 繕 費

4
8



特定環境保全公共下水道事業（資本的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 79,600 135,000 167,700 119,100 161,700 170,800 156,100 239,800 240,100 149,100 142,500

75,700 84,300 92,800 96,600 121,000 130,100 133,600 135,900 136,200 126,600 120,000

２． 24,085 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

３． 16,265 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561 10,561

４．

５．

６． 16,455 30,500 83,200 25,000 45,300 45,300 25,000 115,400 115,400 25,000 25,000

７．

８． 3,150 800 300 300

９．

(A) 139,555 200,861 285,761 178,961 241,561 250,661 215,661 389,761 390,061 208,661 202,061

(B)

(C) 139,555 200,861 285,761 178,961 241,561 250,661 215,661 389,761 390,061 208,661 202,061

１． 39,600 93,613 173,767 57,217 97,867 97,867 57,217 238,117 238,117 57,217 57,217

7,054 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217 7,217

２． 198,351 205,391 212,549 217,825 226,512 234,768 234,191 235,043 239,346 233,216 217,128

３．

４．

５．

(D) 237,951 299,004 386,316 275,042 324,379 332,635 291,408 473,160 477,463 290,433 274,345

(E) 98,396 98,143 100,555 96,081 82,818 81,974 75,747 83,399 87,402 81,772 72,284

１． 97,430 93,663 90,222 91,625 75,773 74,860 70,648 69,161 73,041 77,405 77,127

２． 5,154

３．

４． 966 4,415 7,047 1,742 3,620 3,620 1,769 9,997 9,997 1,769 1,769

(F) 98,396 103,232 97,269 93,367 79,393 78,480 72,417 79,158 83,038 79,174 78,896

△ 5,089 3,286 2,714 3,425 3,494 3,330 4,241 4,364 2,598 △ 6,612

(G)

(H) 2,855,904 2,785,513 2,740,664 2,641,939 2,577,127 2,513,159 2,435,068 2,439,825 2,440,578 2,356,462 2,281,835

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

157,551 165,409 152,524 152,226 134,629 132,366 126,853 123,860 127,334 131,210 129,543

140,109 134,575 128,015 127,850 109,945 107,179 101,144 97,662 100,574 103,955 101,854

17,442 30,834 24,509 24,376 24,684 25,187 25,709 26,198 26,760 27,255 27,689

40,350 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561 34,561

10,342 4,325 4,389 4,455 4,522 4,590 4,660 4,731 4,741 3,743 3,180

30,008 30,236 30,172 30,106 30,039 29,971 29,901 29,830 29,820 30,818 31,381

197,901 199,970 187,085 186,787 169,190 166,927 161,414 158,421 161,895 165,771 164,104

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）

4
9



農業集落排水事業（収益的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分
決 算
見 込

１． (A) 26,482 26,640 26,623 26,623 26,640 26,657 26,623 26,623 26,640 26,691 26,742

(1) 26,482 26,640 26,623 26,623 26,640 26,657 26,623 26,623 26,640 26,691 26,742

(2) (B)

(3)

２． 128,825 122,819 108,816 105,758 105,542 101,431 99,999 100,801 102,741 116,379 116,152

(1) 69,312 72,973 63,981 62,486 62,217 60,955 60,708 61,128 62,198 69,839 69,692

69,014 72,873 63,981 62,486 62,217 60,955 60,708 61,128 62,198 69,839 69,692

298 100

(2) 59,315 49,830 44,819 43,256 43,309 40,460 39,275 39,657 40,527 46,524 46,444

(3) 198 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

(C) 155,307 149,459 135,439 132,381 132,182 128,088 126,622 127,424 129,381 143,070 142,894

１． 137,184 134,951 126,093 123,957 124,625 121,298 120,541 121,961 124,231 136,825 137,083

(1) 5,766 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282

5,766 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282

(2) 34,990 45,035 43,491 43,852 44,220 44,596 44,979 45,369 45,768 46,174 46,589

34,990 45,035 43,491 43,852 44,220 44,596 44,979 45,369 45,768 46,174 46,589

(3) 96,428 82,634 75,320 72,823 73,123 69,420 68,280 69,310 71,181 83,369 83,212

２． 11,552 10,298 9,346 8,424 7,557 6,790 6,081 5,463 5,150 6,245 5,811

(1) 11,536 10,288 9,336 8,414 7,547 6,780 6,071 5,453 5,140 6,235 5,801

(2) 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(D) 148,736 145,249 135,439 132,381 132,182 128,088 126,622 127,424 129,381 143,070 142,894

(E) 6,571 4,210

(F) 1

(G) 9 90

(H) △ 9 △ 89

6,562 4,121

(I) 140,009 140,944 133,774 126,466 121,107 115,615 112,031 110,445 109,854 112,707 116,676

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

営 業 外 収 益

補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

経 費

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

雨 水 処 理 負 担 金

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

5
0



農業集落排水事業（資本的収支） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 51,400 91,700 48,500 40,900 37,100 36,000 32,100 39,900 134,600 4,000 9,200

33,200 34,900 35,100 31,700 27,700 26,700 22,900 14,200 4,200

２． 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 18,000 18,000

３． 10,061 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595

４．

５．

６． 16,048 26,750 14,900 10,200 10,400 10,400 10,200 28,600 144,900 4,400 10,200

７．

８． 1,500

９．

(A) 105,509 149,545 92,995 80,695 77,095 75,995 71,895 98,095 309,095 27,995 38,995

(B)

(C) 105,509 149,545 92,995 80,695 77,095 75,995 71,895 98,095 309,095 27,995 38,995

１． 47,425 95,133 37,316 27,908 28,275 28,162 27,904 64,558 297,318 16,343 27,891

7,259 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352

２． 96,568 95,738 94,643 90,528 84,874 83,156 77,445 67,301 56,134 45,985 44,767

３．

４．

５．

(D) 143,993 190,871 131,959 118,436 113,149 111,318 105,349 131,859 353,452 62,328 72,658

(E) 38,484 41,326 38,964 37,741 36,054 35,323 33,454 33,764 44,357 34,333 33,663

１． 36,291 32,804 30,501 29,567 29,814 28,960 29,005 29,653 30,654 36,845 36,768

２． 4,121

３．

４． 2,193 5,336 1,293 866 881 871 865 2,525 13,112 341 864

(F) 38,484 42,261 31,794 30,433 30,695 29,831 29,870 32,178 43,766 37,186 37,632

△ 935 7,170 7,308 5,359 5,492 3,584 1,586 591 △ 2,853 △ 3,969

(G)

(H) 821,373 817,334 771,191 721,563 673,788 626,632 581,287 553,886 632,352 590,367 554,801

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

69,014 72,873 63,981 62,486 62,217 60,955 60,708 61,128 62,198 69,839 69,692

47,989 43,272 40,017 38,161 37,541 35,920 35,256 35,286 35,974 43,260 42,749

21,025 29,601 23,964 24,325 24,676 25,035 25,452 25,842 26,224 26,579 26,943

38,061 29,595 29,595 29,595 29,595 29,595 29,595 29,595 29,595 19,595 19,595

1,661 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595

36,400 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 18,000 18,000

107,075 102,468 93,576 92,081 91,812 90,550 90,303 90,723 91,793 89,434 89,287

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）
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第９章 財政見通し

投資・財政計画 

全事業（使用料改定あり） 
公共下水道（使用料改定あり） 

52



全事業（収益的収支_下水道使用料改定あり） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分 決 算

１． (A) 296,621 306,945 334,315 379,899 379,222 378,564 377,537 376,873 376,520 376,486 376,354

(1) 245,743 246,245 278,644 324,498 323,976 323,436 322,491 321,898 321,618 321,687 321,756

(2) (B) 1,403 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062

(3) 49,475 58,638 53,609 53,339 53,184 53,066 52,984 52,913 52,840 52,737 52,536

13,761 17,098 17,009 16,739 16,584 16,466 16,384 16,313 16,240 16,137 15,936

35,714 41,540 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

２． 807,224 841,093 767,843 744,521 698,775 695,451 695,248 705,969 727,044 758,427 764,458

(1) 415,849 463,601 397,573 362,530 340,302 338,625 339,366 344,482 355,166 371,638 374,305

415,488 462,779 397,573 362,530 340,302 338,625 339,366 344,482 355,166 371,638 374,305

361 822

(2) 390,831 377,387 370,165 381,886 358,368 356,721 355,777 361,382 371,773 386,684 390,048

(3) 544 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

(C) 1,103,845 1,148,038 1,102,158 1,124,420 1,077,997 1,074,015 1,072,785 1,082,842 1,103,564 1,134,913 1,140,812

１． 969,520 1,032,556 1,006,712 1,032,302 991,588 992,855 995,957 1,009,806 1,033,097 1,065,737 1,075,456

(1) 36,139 42,685 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433

36,139 42,685 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433 42,433

(2) 220,010 295,675 279,054 280,863 282,708 284,591 286,512 288,470 290,469 292,506 294,584

220,010 295,675 279,054 280,863 282,708 284,591 286,512 288,470 290,469 292,506 294,584

(3) 713,371 694,196 685,225 709,006 666,447 665,831 667,012 678,903 700,195 730,798 738,439

２． 113,883 104,341 95,446 92,118 86,409 81,160 76,828 73,036 70,467 69,176 65,356

(1) 113,661 104,311 95,416 92,088 86,379 81,130 76,798 73,006 70,437 69,146 65,326

(2) 222 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

(D) 1,083,403 1,136,897 1,102,158 1,124,420 1,077,997 1,074,015 1,072,785 1,082,842 1,103,564 1,134,913 1,140,812

(E) 20,442 11,141

(F) 58 3

(G) 138 634

(H) △ 80 △ 631

20,362 10,510

(I) 555,966 673,750 636,661 600,917 580,122 546,786 554,422 589,778 638,751 706,832 799,299繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

収

入

動 力 費

修 繕 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

減 価 償 却 費

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他 補 助 金

材 料 費

そ の 他

2025
（R7）

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

営 業 収 益

5
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全事業（資本的収支_下水道使用料改定あり） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 368,100 636,600 576,900 327,800 330,600 370,300 360,600 418,200 509,900 278,500 298,100

245,400 225,700 177,600 147,000 174,000 156,800 156,500 150,100 140,400 126,600 120,000

２． 172,085 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 162,000 162,000

３． 70,966 23,721 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156 52,156

４．

５．

６． 118,142 163,225 443,700 200,900 174,100 237,400 226,800 297,900 410,500 168,700 197,900

７．

８． 16,420 9,445 6,800 6,800

９．

(A) 745,713 1,004,991 1,251,556 759,656 728,856 831,856 811,556 940,256 1,144,556 661,356 710,156

(B)

(C) 745,713 1,004,991 1,251,556 759,656 728,856 831,856 811,556 940,256 1,144,556 661,356 710,156

１． 325,787 481,765 916,817 431,159 377,476 503,963 482,855 625,009 850,469 366,794 425,042

27,753 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103 29,103

２． 777,257 750,749 719,808 702,202 689,269 685,097 646,100 617,672 604,054 585,377 558,462

３． 6,246 6,247 6,248 6,249 6,251 6,252 6,253 6,254

４．

５．

(D) 1,103,044 1,238,760 1,642,872 1,139,609 1,072,994 1,195,311 1,135,207 1,248,934 1,460,777 952,171 983,504

(E) 357,331 233,769 391,316 379,953 344,138 363,455 323,651 308,678 316,221 290,815 273,348

１． 327,230 316,809 315,060 327,120 308,079 309,110 311,235 317,521 328,422 344,114 348,391

２． 10,510

３． 15,620

４． 14,481 24,234 39,167 17,089 15,264 21,009 20,052 26,513 36,772 14,782 17,424

(F) 357,331 351,553 354,227 344,209 323,343 330,119 331,287 344,034 365,194 358,896 365,815

△ 117,784 37,089 35,744 20,795 33,336 △ 7,636 △ 35,356 △ 48,973 △ 68,081 △ 92,467

(G)

(H) 8,695,282 8,581,133 8,438,225 8,063,823 7,705,152 7,390,355 7,104,855 6,905,384 6,811,229 6,504,352 6,243,992

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

429,249 479,877 414,582 379,269 356,886 355,091 355,750 360,795 371,406 387,775 390,241

260,095 287,370 261,437 267,035 244,990 242,012 240,688 243,541 252,123 266,709 267,469

169,154 192,507 153,145 112,234 111,896 113,079 115,062 117,254 119,283 121,066 122,772

243,051 195,721 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 224,156 214,156 214,156

24,893 13,320 11,884 10,750 9,817 9,185 8,655 8,226 7,836 6,538 5,775

218,158 182,401 212,272 213,406 214,339 214,971 215,501 215,930 216,320 207,618 208,381

672,300 675,598 638,738 603,425 581,042 579,247 579,906 584,951 595,562 601,931 604,397

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

5
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公共下水道事業（収益的収支_下水道使用料改定あり） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　　分 決 算

１． (A) 228,248 237,890 264,916 310,028 309,512 309,017 308,260 307,759 307,536 307,520 307,405

(1) 179,048 178,805 210,796 256,113 255,685 255,239 254,495 253,994 253,771 253,789 253,826

(2) (B) 1,403 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062

(3) 47,797 57,023 52,058 51,853 51,765 51,716 51,703 51,703 51,703 51,669 51,517

12,083 15,483 15,458 15,253 15,165 15,116 15,103 15,103 15,103 15,069 14,917

35,714 41,540 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

２． 408,949 446,037 403,654 381,885 372,394 376,135 388,161 402,227 413,444 422,307 430,047

(1) 190,626 226,704 182,619 149,304 144,875 146,654 153,086 160,704 166,771 171,657 176,089

190,601 226,112 182,619 149,304 144,875 146,654 153,086 160,704 166,771 171,657 176,089

25 592

(2) 218,035 219,248 220,950 232,496 227,434 229,396 234,990 241,438 246,588 250,565 253,873

(3) 288 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

(C) 637,197 683,927 668,570 691,913 681,906 685,152 696,421 709,986 720,980 729,827 737,452

１． 571,101 629,005 620,130 644,368 636,993 642,898 655,954 670,720 683,106 693,460 702,665

(1) 21,851 25,496 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351

21,851 25,496 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351 25,351

(2) 143,098 193,919 179,492 180,593 181,716 182,861 184,031 185,224 186,440 187,680 188,945

143,098 193,919 179,492 180,593 181,716 182,861 184,031 185,224 186,440 187,680 188,945

(3) 406,152 409,590 415,287 438,424 429,926 434,686 446,572 460,145 471,315 480,429 488,369

２． 59,293 53,234 48,440 47,545 44,913 42,254 40,467 39,266 37,874 36,367 34,787

(1) 59,101 53,224 48,430 47,535 44,903 42,244 40,457 39,256 37,864 36,357 34,777

(2) 192 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(D) 630,394 682,239 668,570 691,913 681,906 685,152 696,421 709,986 720,980 729,827 737,452

(E) 6,803 1,688

(F) 58 1

(G) 53 454

(H) 5 △ 453

6,808 1,235

(I) 250,742 362,502 335,869 310,147 298,136 273,786 288,336 329,519 383,447 451,273 533,159繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

収

入

動 力 費

修 繕 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

減 価 償 却 費

浄 化 槽 汚 泥 等 投 入 事 業 負 担 金

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他 補 助 金

材 料 費

そ の 他

2025
（R7）

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

2025
（R15）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2024
（R6）

営 業 収 益

5
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公共下水道事業（資本的収支_下水道使用料改定あり） 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

１． 237,100 409,900 360,700 167,800 131,800 163,500 172,400 138,500 135,200 125,400 146,400

136,500 106,500 49,700 18,700 25,300

２． 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

３． 44,640 11,565 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

４．

５．

６． 85,639 105,975 345,600 165,700 118,400 181,700 191,600 153,900 150,200 139,300 162,700

７．

８． 13,270 7,145 6,500 6,500

９．

(A) 500,649 654,585 872,800 500,000 410,200 505,200 524,000 452,400 445,400 424,700 469,100

(B)

(C) 500,649 654,585 872,800 500,000 410,200 505,200 524,000 452,400 445,400 424,700 469,100

１． 238,762 293,019 705,734 346,034 251,334 377,934 397,734 322,334 315,034 293,234 339,934

13,440 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534 14,534

２． 482,338 449,620 412,616 393,849 377,883 367,173 334,464 315,328 308,574 306,176 296,567

３． 6,246 6,247 6,248 6,249 6,251 6,252 6,253 6,254

４．

５．

(D) 721,100 748,885 1,124,597 746,131 635,466 751,358 738,450 643,915 629,862 599,410 636,501

(E) 220,451 94,300 251,797 246,131 225,266 246,158 214,450 191,515 184,462 174,710 167,401

１． 193,509 190,342 194,337 205,928 202,492 205,290 211,582 218,707 224,727 229,864 234,496

２． 1,235

３． 15,620

４． 11,322 14,483 30,827 14,481 10,763 16,518 17,418 13,991 13,663 12,672 14,791

(F) 220,451 206,060 225,164 220,409 213,255 221,808 229,000 232,698 238,390 242,536 249,287

△ 111,760 26,633 25,722 12,011 24,350 △ 14,550 △ 41,183 △ 53,928 △ 67,826 △ 81,886

(G)

(H) 5,018,005 4,978,286 4,926,370 4,700,321 4,454,237 4,250,564 4,088,500 3,911,673 3,738,299 3,557,523 3,407,356

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 2023（R5）

区　　　　　分 決 算

202,684 241,595 198,077 164,557 160,040 161,770 168,189 175,807 181,874 186,726 191,006

71,997 109,523 93,405 101,024 97,504 98,913 104,288 110,593 115,575 119,494 122,866

130,687 132,072 104,672 63,533 62,536 62,857 63,901 65,214 66,299 67,232 68,140

164,640 131,565 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

12,890 7,400 5,900 4,700 3,700 3,000 2,400 1,900 1,500 1,200 1,000

151,750 124,165 154,100 155,300 156,300 157,000 157,600 158,100 158,500 158,800 159,000

367,324 373,160 358,077 324,557 320,040 321,770 328,189 335,807 341,874 346,726 351,006

2025
（R15）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

2024
（R12）

2025
（R13）

2025
（R7）

2024
（R6）

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2024
（R14）

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

2024
（R12）

2025
（R13）

2024
（R14）

他 会 計 負 担 金

2025
（R15）

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

2024
（R6）

2025
（R7）

2024
（R8）

2025
（R9）

2024
（R10）

2025
（R11）

5
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第 10 章 経費回収率向上に向けたロードマップの検討 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和2年7月21日付け国水

下企第34号）及び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事

項」(国土交通省事務連絡令和2年(2020)7月22日)に基づき、経費回収率の向上に向けたロード

マップを以下に示します。 

本経営戦略では、公共下水道について、「吉野川市上下水道事業経営審議会」（6吉下第113号）

の答申に基づき、令和7年度に下水道使用料を他2事業と同水準となるよう引き上げ改定を見込

みます。（令和7年10月使用分から改定予定） 

しかし、計画期間における経費回収率は、100％を下回る見通しであるため、引き続き経費回

収率向上に向けた健全経営の取り組みが不可欠となります。毎年度の収支計画と決算を比較す

ることにより、計画と実績について、どの程度の剥離が生じているかを把握し、経費回収率100%

を目指して、5年後の経営戦略中間見直しの際に、必要に応じて下水道使用料改定のあり方を検

討します。 

表10.1 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

経営戦略策定期間

下水道使用料の収納率の向上
（継続実施）

下水道ストックマネジメントの推進

経費回収率の向上
（継続実施）

投資財政計画の見直し ● ● ●

下水道使用料改定の必要性の検討 ● ● ●

経営戦略の中間見直・改定
●

（改定）
●

（中間見直）

●
（素案）

●
（改定）

項　目

R10：中間見直 R15：改定

R9：鴨島見直 R10：川田見直 R14：鴨島見直 R15：川田見直

R15目標：91％以上

R15目標：公共70％以上
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付属資料［用語集］…50 音順、頁は発出の頁を示しています

用語 説明 頁 

あ行 

アセットマネジメン

ト 

日常点検や修繕などにより施設を適正に維持管理する中で、中

長期的な更新需要の見通しや財政見通しを作成するとともに、

その結果について事業を実施するための各種計画等に活かし

ていくなど、資産を総合的に管理する手法のこと 

31 

維持
い じ

管理費
かんりひ 下水道使用料の対象経費（汚水処理費）のうち、日常の下水道

施設の維持管理に要する費用のこと。具体的には、人件費、動

力費、薬品費、修繕費、委託料、手数料などで構成される。 

37 

一 般
いっぱん

会 計
かいけい

繰 入 金
くりいれきん 公営企業の目的である事業の遂行に必要な財源として、一般会

計から繰り入れられた資金のこと。基準内繰入金は、一般会計

が本来負担（繰出）すべき経費の考え方を、総務省が「繰出基

準」として示している基準に基づくもの。基準外繰入金は、公

営企業の財源不足を補填するための、基準内繰入金以外の経費

を対象とした繰入金のこと。 

29 

雨水
うすい

ポンプ場
ぽんぷじょう 管渠から流入する雨水をポンプによって揚水して河川等へ排

水する施設。本市では、喜来ポンプ場が該当する。 

36 

汚水
おすい 一般家庭や事業所、工場等から排出される排水。汚水には、水

洗便所からのし尿、台所や浴室等からの雑排水、事業所や工場

からの工場排水等が含まれる。 

5 

汚水
おすい

処理
しょり

概
がい

成
せい 国土交通省、農林水産省、環境省が統一の都道府県構想策定マ

ニュアルを平成 26年 1月に策定し、経済比較を基本としつつ、

今後 10 年程度を目標に、「地域のニーズ及び周辺環境への影響

を踏まえ、各種汚水処理施設の整備が概ね完了すること」（概

成）を目指している。本市は、令和 8年度概成の予定である。

28 

汚水
おすい

処理
しょり

原価
げんか 汚水処理費（公費で負担すべき経費を除く）を年間有収水量で

除したもの。 

10 

汚水
おすい

処理
しょり

費
ひ 汚水処理に要した費用のことであり、維持管理費と資本費に分

けられる。 

10 

か行

改 築
かいちく

更 新
こうしん 改築：施設の全部または一部を再建設あるいは取替えを行うこ

と。 

更新：耐用年数に達した施設や設備について再建設あるいは取

替えを行うこと。 

28 

管 渠
かんきょ 下水等を流すための管のこと。汚水のみを流す「汚水管渠」、

雨水のみを流す「雨水管渠」、汚水と雨水を一緒に流す「合流

管渠」がある。本市は、合流管渠は採用していない。 

10 
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企 業 債
きぎょうさい 地方公営企業が施設の建設・改良等に要する資金に充てるため

に起こす地方債のこと。 

10 

機能
き の う

強化
きょうか

計画
けいかく

最適整備計画に基づいて、集落排水施設内各機器について老朽

化などの機能診断調査を行い、施設の機能低下等を未然に防止

するとともに将来にわたり安定的な汚水処理を行うことを目

的として、機能強化工事を行うための計画のこと。 

28 

行 政
ぎょうせい

区
く

域内
いきない

人口
じんこう 本市に住民票の登録のある人口のこと。 3 

経 常
けいじょう

収 支
しゅうし

比率
ひりつ 下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管

理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

である。 

10 

経費
け い ひ

回収率
かいしゅうりつ

汚水処理に要した費用に対する、下水道使用料による回収程度

のこと。使用料水準等を評価することができる。 

10 

下水
げすい

汚泥
おでい 下水処理の過程で発生する汚泥のこと。 9 

下水熱
げすいねつ 下水の温度と外気温の温度差の熱エネルギーのこと。 9 

減 価 償 却 費
げんかしょうきゃくひ 最短 2年以上の長期間にわたって使用できる固定資産の取得に

要した支出を、その取得年度には全額を支出費用とはせずに、

取得資産の耐用年数の間に少しずつ費用化していく会計処理

のこと。 

44 

建 設
けんせつ

改 良 費
かいりょうひ 固定資産の機能を高めるもの、あるいは当該資産の耐用年数を

延長させる事業に要する経費のこと。 

45 

公 共 下
こうきょうげ

水 道
すいどう

事 業
じぎょう 主として市街地における下水を収集排除するため、市町村が設

置し、管理している下水道のこと。終末処理場を有するものを

「単独公共下水道」、終末処理場を有せず流域下水道に接続す

るものを「流域関連公共下水道」と呼んでいる。 

3 

さ行

最 適
さいてき

整備
せいび

構 想
こうそう 生活環境に関わる水質の保全を最優先に考えるとともに、集落

排水処理施設を最適な経費で運営するためにまとめられた方

策のこと。 

28 

地震
じしん

対 策
たいさく

事 業
じぎょう 重要な施設の耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最

小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策のこと。

35 

指定
してい

管理者
かんりしゃ

制度
せいど 平成 15 年の地方自治法改正によって、これまでの管理委託制

度に代わる新たな公の施設の管理運営制度として創設された

制度のこと。 

9 

資本的
しほんてき

収 支
しゅうし 主として将来の経営活動に備えて行う施設等の建設改良及び

企業債に関する収入及び支出のこと。 

45 
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資本費
し ほ ん ひ

維持管理費（人件費、動力費、薬品費等）とともに下水道使用

料の対象経費（汚水処理費）であり、地方公営企業法適用企業

にあっては企業債の支払利息、減価償却費などで構成される。

39 

資本費
しほんひ

平 準 化 債
へいじゅんかさい 下水道事業債の償還期間に生ずる元金償還費と原価償還費の

差額について起債を認め、世代間の負担の公平を図るために資

本費の一部を将来に繰り延べることができる制度のこと。 

36 

収 益 的
しゅうえきてき

収 支
しゅうし 企業の経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出

のこと。 

44 

処理
しょり

区
く 公共下水道による汚水処理を行う区域のこと。 3 

処理
しょり

区
く

域 内
いきない

人 口
じんこう 下水道が使える区域に住んでいる人口のこと。 3 

従 量 制
じゅうりょうせい 使用者が排除した汚水量の増減に応じて、単位汚水量当たりの

価格を乗じて算定し徴収すること。 

4 

水洗化
すいせんか

人 口
じんこう 処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続し、汚水処理して

いる人口のこと。 

26 

水洗化率
すいせんかりつ 処理区域内人口のうち、実際に排水設備等を設置し、汚水処理

している人口の割合のこと。 

3 

ストックマネジメン

ト 

施設の健全度や重要度を考慮した効果的な点検調査を実施し、

安全性を確保するための適切な維持・修繕・改築など計画的か

つ効率的に施設管理を行うこと。 

31 

総 収 支
そうしゅうし

比率
ひりつ 経営収支の均衡度を総収益対費用の関係で示した指標であり、

１００％を超えて比率が高いほど経営成績は良好といえる。 

10 

損益
そんえき

勘 定
かんじょう

留保
りゅうほ

資金
しきん 減価償却費など、実際には現金の支出を伴わない費用は企業内

部に留保され、この留保資金のうち、いまだに補填財源として

使用されていない資金のこと。 

45 

た行

地方
ちほう

公 営
こうえい

企 業 法
きぎょうほう 地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する

職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準など、地方自治

の発達に資することを目的とする法律のこと。 

1 

長期
ちょうき

前受金戻 入
まえうけきんもどしいれ 固定資産取得の財源となった補助金などについて、減価償却に

見合った額を収益化した会計処理上の収益のこと。 

44 

特定
とくてい

環 境
かんきょう

保全
ほぜん

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

事業
じぎょう

公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置される

もの。 

3 
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な行 

農業
のうぎょう

集落
しゅうらく

排水
はいすい

事業
じぎょう

農業集落におけるし尿、生活雑排水を処理する施設を整備し、

農村生活環境の改善を図り、併せて農業用排水と公共用水域の

水質保全に寄与することを目的としている。 

3 

は行

ＰＤＣＡサイクル 計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のプ

ロセスの繰り返しにより、継続的改善を推進する経営管理の手

法のこと。 

34 

ＰＰＰ・ＰＦＩ ＰＰＰ：公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを

ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民

連携）という。 

ＰＦＩ：公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間

の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で

行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図ると

いう考え方をＰＦＩ（プライベイト・ファイナンス・イニシア

ティブ）という。 

9 

普 及 率
ふきゅうりつ 下水道事業の整備進捗状況を表す指標であり、行政区域内人口

における下水道使用可能な人口の割合のこと。 

10 

不明
ふめい

水
すい 汚水処理施設における処理水から、使用料対象水等負担すべき

者が明らかなものを除いたものをいう。下水道の管に浸入する

地下水や雨水等が原因と考えられる。 

3 

法 定
ほうてい

耐 用
たいよう

年 数
ねんすう 地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のこと。 19 

法
ほう

適 用
てきよう 地方公営企業法の全部又は一部（財務規程等）を適用し、経理

事務を企業会計方式で行っている事業のこと。本市は、平成 31

年 4 月より、法の全部を適用している。 

3 

や行

有形
ゆうけい

固定
こてい

資産
しさん

減価償却 率
げんかしょうきゃくりつ

本市下水道事業が保有する有形固定資産の償却がどれくらい

進んでいるのかを表す指標のこと。施設全体の老朽化の度合い

がわかる。 

10 

有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう 使用料徴収の対象となった水量のこと。 10 

有
ゆう

収 率
しゅうりつ 処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合

のこと。 

10 

ら行

利益
りえき

剰 余
じょうよ

金
きん 過去の損益取引から生じた利益を積み立てたもの。 44 
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流動
りゅうどう

資産
し さ ん

現金や未収金など通常 1年以内に現金化、費用化が出来る資産

を示す。 

10 

流動
りゅうどう

比率
ひ り つ

流動負債に対する流動資産の割合を示す指標であり、企業の短

期的な支払能力を判断するために用いられる。 

10 

流動
りゅうどう

負債
ふ さ い

未払金などの通常 1年以内に返済される負債を示す。 10 

累積欠
るいせきけっ

損金
そんきん 各事業年度において発生した損失（赤字）額を未処理欠損金と

して振り替えたもののうち、繰越利益剰余金等で補填できなか

ったものの累積された赤字のこと。 

15 

累積欠
るいせきけっ

損金
そんきん

比率
ひりつ 累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越

利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって

累積した損失）の有無であり、営業収益に対する累積欠損金の

割合のこと。 

10 
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吉 野 川 市 下 水 道 事 業 経 営 戦 略（素案）

（令和６年度（２０２４）～令和１５年度（２０３３）） 

令和６年（２０２４）年１２月 

 吉 野 川 市 水 道 部 下 水 道 課 

徳 島 県 吉 野 川 市  鴨 島 町 鴨 島 1 1 5 番 地 1

 ＴＥＬ：０８８３－２２－２２５８ 

 ＦＡＸ：０８８３－２２－２２５４ 


